
1 

 

 

 

 

 

教育委員会の事務に関する

点検評価報告書 
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北本市教育委員会 

 

 

  



ｄｄｄ  
 



 

 

点検・評価報告書の策定にあたって 

 

 平成２０年４月から「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）」

の一部が改正、施行され、各教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況につ

いて点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表するこ

とが規定されました。 

 本報告書は、効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、法第２７条の

規定に基づき、平成２５年度事務の管理及び執行の状況についての点検評価を行ったもの

です。 

 御一読いただき教育委員会の取組についてご意見等をお寄せください。 

 北本市教育委員会は、今後も市民の皆様の生涯に亘って学び続ける教育環境の整備・充

実を図るとともに、「共に学び 未来を拓く 北本の教育」の推進に努力してまいります。 

 

 

   平成２６年 ８月 

 

                              北本市教育委員会 
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１ 趣  旨 

 

平成１８年１２月２２日に教育基本法が改正され、新しい教育理念の下、地方におけ

る教育行政の中心的担い手である教育委員会の体制強化を目指した、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律も一部改正が行われ、平成２０年４月からすべての教育委員会

は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、そ

の結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表することが義務付けられ

ました。 

また、点検評価を行う際には、学識経験者の知見の活用を図ることができるとも規定

されています。 

 北本市教育委員会では、この法律に基づき、教育委員会の事務の点検評価を実施し、

更なる改善・改革を推し進め、期待される教育行政に応えてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検評価の対象及び方法 

 

（１）点検評価の対象 

北本市教育委員会では、教育基本法第１７条第２項に基づき、中長期的な視点に立

って北本市教育のあるべき姿を示し、総合的・体系的な教育施策を進めていくことを

目的として、北本市教育振興基本計画を策定し、教育行政施策を推進しています。 

このことから、点検評価の対象は、北本市教育振興基本計画に掲げられた施策とし

ています。 

 

（２）点検評価の方法 

北本市教育振興基本計画は、５つの基本目標と２８の施策から構成されています。 

【参考】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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このため、点検評価では、北本市教育振興基本計画に掲げられた施策を対象とし、

具体的には北本市教育振興基本計画を年度ごとに実効性あるものとするために策定し

た「平成２５年度教育行政の重点施策」に沿って推進した事業の実施状況について点

検評価を行うこととしました。 

点検評価の実施に当たっては、施策ごとに示された取組に対するその実施状況を参

考としました。 

また、教育に関し学識経験を有する方から、各施策に関する評価をいただくととも

に、全体を通しての講評をいただきました。 

 

（３）外部評価者 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の規定に基づき、学識経

験を有する評価者（外部評価者）として、以下の２名の方に評価・講評をいただきま

した。 

  

 埼玉大学教授 清 水   誠 （敬称略） 

 

【略 歴】 昭和５１年 埼玉大学教育学部附属中学校 教諭 

      平成 ３年 埼玉県教育局北足立北部教育事務所指導課 指導主事 

      平成 ７年 埼玉県教育局指導部指導第一課 主任指導主事 

      平成 ９年 埼玉大学 教育学部 助教授 

      平成１５年 埼玉大学 教育学部 教授（現在に至る。） 

      平成２０年 埼玉大学教育学部附属小学校 校長 

      平成２２年 東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科 教授 

（現在に至る。） 

 

 元埼玉県公立小学校校長会会長 金 子 美智雄 （敬称略） 

 

【略 歴】 昭和５１年 埼玉大学教育学部附属小学校 教諭 

      平成 元年 埼玉大学教育学部附属小学校 副校長 

      平成 ６年 大宮市立栄小学校 校長 

      平成 ９年 埼玉県教育局北足立北部教育事務所 所長 

      平成１１年 埼玉県教育局南部教育事務所 所長 

      平成１３年 所沢市立所沢小学校 校長 

      平成１６年 埼玉県公立小学校校長会 会長 
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３ 平成２５年度の基本理念及び基本目標と施策 

 

  平成２５年度の北本市の教育における基本理念及び基本目標と施策は次のとおりです。 

 

【基本理念】 

   共に学ぶ 未来を拓く 北本の教育 

 

【基本目標及び施策】 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策１ 「教育に関する３つの達成目標」の推進  

施策２ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 

   施策３ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 

施策４ 進路指導・キャリア教育の推進                                         

   施策５ 本物にふれる事業の推進 

施策６ ノーマライゼーションの理念に基づく特別支援教育の推進 

 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成  

   施策１ 基本的人権を尊重する教育の推進 

  施策２ 人権啓発活動の推進 

  施策３ 心の教育の推進 

   施策４ ボランティア・福祉教育の推進 

   施策５ 生徒指導・教育相談体制の充実 

施策６ 児童生徒の健康の保持増進 

施策７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 

施策８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

施策１ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 

   施策２ 教職員の資質の向上 

     施策３ 教育環境の整備・充実 

施策４ 学校経営の改革推進 

施策５ 異校種間連携や小中一貫教育の推進     

 Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

  施策１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 

   施策２ 地域の教育推進体制の充実 

施策３ 子どもの読書活動の推進 

施策４ 地域活動室事業と学校応援団の活動の推進 
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Ⅴ 生涯学習とスポーツの振興 

施策１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 

  施策２ 学習施設の整備・運営の充実 

   施策３ スポーツ活動の推進 

     施策４ 文化財保護の推進 

    施策５ 文化芸術活動の推進 

 

 

４ 点検評価結果の構成 

 

  点検評価の結果については、「５ 施策の取組状況」において、基本目標のもとに設定

した施策ごとの「主な取組」「教育委員会の自己評価」「課題・方向性」を掲載していま

す。また、「６ 評 価」において、自己評価及び外部評価者評価を総括的に掲載すると

ともに、外部評価者による全体を通しての講評を掲載しています。 

 

＜「５ 施策の取組状況」における凡例＞ 

「事業」 

 北本市教育振興基本計画の各施策の「■主な取組」における事業を示しています。 

 「個別取組」 

   北本市教育振興基本計画の「■主な取組」における事業に係る個別取組事項を示し

ています。 

「平成２５年度 取組状況・実績」  

上記「個別取組」対応する平成２５年度の主な取組状況及び実績を示しています。 

「所管課」  

「個別取組」における所管課を示しています。【凡例：教総→教育総務課、学教→学

校教育課、生学→生涯学習課、体育→体育課、文セン→文化センター】 

「教育委員会の自己評価」 

  平成２５年度に実施した事業ごとの取組に対する教育委員会の自己評価を示してい

ます。 

「課題・方向性」 

各施策の事業に係る課題や次年度以降の施策の方向性を示しています。 

 「計画書」 

   北本市教育振興基本計画において掲載されているページを示しています。 

  

＊「５ 施策の取組状況」に記載されている用語の意義については、北本市教育振興基

本計画８８ページから９２ページまでの用語解説の説明を御参照ください。  
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５ 施策の取組状況 

 

 

 

基本目標Ⅰ 

確かな学力と自立する力の育成 

 

基本目標Ⅱ 

豊かな心と健やかな体の育成 

 

基本目標Ⅲ 

質の高い学校教育の推進 

 

基本目標Ⅳ 

家庭・地域の教育力の向上 

 

基本目標Ⅴ 

生涯学習とスポーツの振興 

 

 

 

 

 



　　　　施策１　「教育に関する３つの達成目標」の推進


　　　　施策２　確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善

　　　　施策３　時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進

　　　　施策４　進路指導･キャリア教育の推進

　　　　施策５　本物にふれる事業の推進

　　　　施策６　ノーマライゼーションの理念に基づく特別支援教育の推進

基本目標Ⅰ
確かな学力と自立する力の育成

　学習指導要領では、「生きる力」をはぐくむという理念の下、知識や技能の習得とともに、思考力・判断力・表現力等の育成
が求められています。これは今後ますます多様化・複雑化する社会の中で、身に付けた知識･技能をどのように活用するかとい
うことが重要となってくるからです。換言すれば、身に付けた知識で何を創造でき、何を表現できるのかといったことが重要と
なってきます。こうしたことから、小学校１・２年生では３０人程度の学級編制により、個に応じたきめ細かな指導を行うとと
もに、５・６年生では教科担任制による専門性を生かした教育を推進します。
　また、教職員の研修・研究体制に充実を図るとともに、指導方法の工夫改善に努め、生きる力をはぐくむための教育を推進し
ます。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策１　「教育に関する３つの達成目標」の推進 P26

○「教育に関する３つの達成目標」（学力）の推進

・児童生徒に「読む・書く」､「計
算」の達成目標の内容を確実に身に
付けることができるよう指導体制や
指導方法の工夫・改善を行い、結果
を検証しながら教育活動の充実に努
めます。

・教育に関する３つの達成目標に係る取組の普及・啓発を図るた
め、各小･中学校を対象にした「教育に関する３つの達成目標」
担当員会議を開催しました。（１０月、１回開催）
・県の効果の検証結果報告書にある取組の紹介や、各中学校区に
おける各学校の取組み発表や研究協議を行い、基礎学力を確実に
身に付けることができるように指導方法の改善を行いました。そ
の結果、基礎学力の達成率は小学校９６．１％、中学校は９１．
６％に達しました。

学
教

・学習指導要領の改訂などに伴い、
必要に応じて内容や目標を見直しま
す。

・県の学習指導要領改訂検討委員会の内容検討の状況に合わせて
言語活動の充実の対応などを行うとともに、南部教育事務所や北
本市教育委員会による市内全校への学校訪問等をとおして、学習
指導要領の改訂に沿った取組を適切に行っているかどうかの確認
を行いました。

学
教

○「教育に関する３つの達成目標」（規律ある態度）の推進

・児童生徒に基本的な生活習慣や学
習習慣を確実に身に付けることがで
きるよう指導体制や指導方法の工
夫・改善を行い、結果を検証しなが
ら教育活動の充実に努めます。

・平成２５年度の規律ある態度は、小学校では７２項目中、６６
項目が達成率８０％以上、中学校では３６項目中、３４項目が達
成率８０％以上でした。

学
教

・礼儀正しく人と接する習慣を身に
付けるため、各小・中学校であいさ
つ運動を実施します。

・各小・中学校において、あいさつ運動を毎月実施しました。ま
た、北本中学校区では１１月に、西中学校区では７月に小中合同
による朝のあいさつ運動を実施しました。

学
教

○「教育に関する３つの達成目標」（体力）の推進

・「体力」達成目標について、児童
生徒一人一人の体力向上目標値を設
定し、体力向上に取り組みます。

・新体力テストの個人結果である体力プロフィールを活用し、児
童生徒一人一人に自分の体力を把握させるとともに、自己の体力
に応じた目標を持たせ、達成できるよう指導しました。

体
育

・児童生徒一人一人に体力向上目標値
を設定させ、目標達成に向けて主体的
に活動させることができました。

・児童生徒に自分の体力について関
心を持たせ、継続的に体力向上に努
めていこうとする意欲を高める必要
があります。

計
画
書

教育委員会の自己評価 課題・方向性

基本目標Ⅰ　確かな学力と自立する力の育成

・「教育に関する３つの達成目標」
担当者会議で、取組の普及・啓発を
行った結果、小学校では９５％を越え
る達成率となり、着実な成果があがり
ました。中学校では発達段階に応じた
指導が更に必要と考えますが、個に応
じた指導に取り組むことができまし
た。

・学校訪問の際、検証結果で定着が
不十分であった分野の取扱を丁寧に
行うよう指導します。
・各小・中学校に県のワークプリン
トの継続した活用を促します。

・「規律ある態度」では、小・中学校
どちらも県の達成率とほぼ同程度の良
好な達成率でした。特に各小・中学校
において、「言語活動の充実」を図る
ため話合い活動等を授業に取り入れ、
その結果、規律ある態度の「話を聞
き、発表する」において達成率が向上
しました。また、中学３年生において
５ポイント以上向上するなど指導の成
果が見られました。

・埼玉県と同様な傾向ですが、小学
校２年生での身の回りの整理整頓、
学習準備が８０％に達していませ
ん。原因を探るとともに、小学校に
実践事例を紹介します。また、小学
校教員全体で共通理解を図り、取り
組みます。

施
策

■主な取組 所
管
課



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策２　確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 P28

○生きる力の育成を目指した教育課程の充実

・地域や学校の実態及び児童生徒の
心身の発達段階や特性を十分考慮
し、適切な教育課程の編成・実施・
評価を行い、その改善に努めます。

・言語活動の充実や思考力、判断力及び表現力の育成など、各
小・中学校の特色を生かした教育課程を編成し、実施しました。
・教育課程の諸課題について研修を行う南部地区研究協議会に教
員（８２人）が参加し、研修を深め円滑な教育課程の実施に努め
ました。

学
教

・教育課程研究協議会で課題について
の研究協議や情報交換を行い、各小・
中学校の教育課程の編制・実施に役立
てることができました。

・各小・中学校のこれまでの取組や
実践事例を活かし、さらなる言語活
動の充実や、思考力、判断力及び表
現力の向上を目指した教育課程の編
成をしていきます。

○基礎的・基本的な知識・技能の習得と活用の推進

・新学習指導要領に基づき、児童生
徒一人一人に「読む・書く」、「計
算」を中心として､基礎的・基本的
な内容を身に付けさせます。

・各小・中学校が県や市の学習状況調査の結果などの分析をもと
に、学力の状況を把握し、「実効ある対策」を策定し、授業の改
善に取り組みました。

学
教

・学ぶ意欲や思考力・判断力・表現
力などを含めた確かな学力を確実に
身に付けさせるため、意欲喚起や言
語活動の充実を目指した指導の内容
と方法を工夫し、改善を図ります。

・効果的な指導内容や指導方法の工夫について研究協議するた
め、全小中学校で研究授業を実施しました。

学
教

○義務教育９年間における学びと育ちの連続性を重視した教育の推進

・児童生徒や教員相互の交流を活性
化し、互いの学校文化の理解、子ど
もの指導に関する情報の共有化など
を図ります。

・児童生徒の交流を図るため、部活動体験（７月、各中学校１日
～３日）、歌声交流会（各中学校から中学校区の小学校へ出向い
て合唱を行うもの（１１月））、小学生が中学校の授業を参観す
る行事（６年生１日体験入学　（３月））などを行いました。
・教員間の交流及び相互理解を深めるため、中学校区ごとに小中
合同研修会を夏期休業中に１回開催しました。また、先進校区に
おいては、学期に１回以上の合同研修会による職員の研修、情報
共有を図りました。

学
教

・児童生徒が､互いの学校に出向いて交
流することにより、安心感が生まれ、
中１ギャップの解消に一定の成果が見
られました。
・小中相互乗り入れによる教員の指導
により、教員の特性を活かした授業で
児童生徒の学習意欲を喚起することが
できました。
・小中合同研修会や互いの授業参観を
とおして、９年間の連続性を重視した
指導を推進することができました。

・９年間を見とおした学びや育ちの
連続性を高めるため、合同研修の内
容を深めるとともに、系統的な教育
課程の編成を進めていくことが必要
です。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・「実効ある対策」をもとに具体的な
授業の改善を行い、学力向上の推進を
図ることができました。
・研究授業や研究協議を通して、言語
活動を充実させる効果的な指導内容や
指導方法を広めることができました。

・「実効ある対策」の実施後、定着
状況を確認し、課題については学校
全体で共有したり、次年度に引き継
いだりすることが必要です。
・さらなる言語活動の充実や、思考
力、判断力及び表現力の向上をめざ
して、校内研究を進めていくことが
必要です。
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9

事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○きめ細かな学習指導を展開するための小１、小２における尐人数学級の充実

・３０人程度学級を実施し、個に応
じた指導を行うことで、規律ある態
度の育成や学力向上を図ります。

・児童一人一人に対して「きめ細かな個に応じた指導」を実施
し、学習指導及び生活指導の両面の充実を図るため、市費で教員
（４人）を採用し、小１、小２において３０人程度学級を編制し
ました。

学
教

・尐人数学級での研究授業を実施す
ることで、教師の指導力を高め、学
力向上へつなげます。

・担任が児童の変化に早く気がつき、迅速かつ適切な指導をする
ことで教師としての技量が増し、担任と児童や児童同士のふれあ
いが豊かになり、落ち着いた雰囲気の中で学ぶことで児童の学力
の向上につなげました。

学
教

○学力調査を活用した児童生徒の実態把握と実効ある対策の実施及び評価

・各小・中学校での実効ある対策と
学力向上プランをもとに、授業の工
夫をするとともに、学力向上推進委
員会でその達成度を評価します。

・各小・中学校において、学力調査の結果を受けて、学力向上の
ための検証改善サイクルを作成し、サイクルに基づいた取組を行
いました。
・各小・中学校の具体的な取組の共有化を図り、学力調査を活用
した実効ある対策の実施を促進するため、各小・中学校の代表者
を集めた学力向上委員会を開催しました。（９月、１回開催）

学
教

・各小・中学校において学力の課題解
決に向けて、検証改善サイクルに基づ
いた取組を進めました。また、学力向
上委員会で、優れた実践の共有化を図
りました。

・課題解決に向けて、さらに活用し
やすい学力向上プランを作成してい
くことが必要です。

○地域の教育力を活用した土曜日・長期休業日における補習の推進

・児童生徒一人一人の学力の向上を
図るために、各小・中学校の実態に
合わせて、学習支援のボランティア
の協力を得るなど、地域の教育力を
活用した補習を実施します。

・児童生徒の基礎学力の向上と生活リズムの確立を図るため、学
校支援ボランティアなどの協力を得て、土曜日や長期休業中に補
習を実施しました。（参加人数（延べ）：小学生１，８００人、
中学生１，２０８人）

学
教

・補習の実施により、児童生徒の「計
算」などの基礎学力の向上を図ること
ができました。

・補習では、普段の授業でなかなか
補うことができない基礎的な学力を
付けることができることから、継続
して実施していきます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性

・小１、小２における３０人程度学級
では、一人一人に目が届く学習指導や
生活指導を行うことができました。
・尐人数学習では、一人一人のつまず
きに対応したり、話合いによる問題解
決学習を行ったりするなど、きめ細か
い指導により、学力の向上につなげる
ことができました。

・個に応じた学習指導やきめ細かい
生活指導ができ、低学年の児童は落
ち着いた学校生活を送ることができ
ましたが、国や県が小学校１、２年
には３５人学級を導入してきていま
す。一方、小学校３年生は４０人学
級のため進級時に学級の人数が一気
に増加することによる戸惑いや、
３、４年生での学習内容の複雑化に
伴うつまずき等の課題が明らかに
なってきています。これらを克服す
るために尐人数学級の対応学年を
３、４年生に拡大していきます。

計
画
書



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策３　時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 P30

○情報教育の推進

・情報モラル教育の徹底を図るた
め、教職員対象の研修会を実施しま
す。

・各小中学校において情報セキュリティーポリシーに基づき、年
度当初、各学期末、夏季休業中当に研修会を行いました。

学
教

・児童生徒に対して、情報モラルを
含めたネットトラブル等に関する指
導を積極的に実施します。

・児童生徒に対して、技術・家庭、道徳、特別活動等の授業の中
で、情報モラルを含めたネットトラブル等に関する内容を指導し
ました。（各中学校１０時間程度、中学校１～３年生全員対象）

学
教

・校内ＬＡＮを活用した情報の共有
化を図り、校務の効率化と効果的な
授業の実現を図ります。

・職員室において、セキュリティ管理を高めた校内ＬＡＮを活用
して職員会議等の情報を電子化し、校務の効率化に努めました。

学
教

・インターネットなど多様なメディ
アを活用した教育の充実を図りま
す。

・各教科において、インターネットをはじめとする各種メディア
について積極的に活用しました。
・教科指導だけでなく、社会科における地域調べ、算数・数学科
における問題演習等の調査活動等においてインターネットなど多
様なメディアを活用しました。

学
教

○環境教育の推進

・学校生活や家庭生活で、自然を大
切にする思いをはぐくみ、限りある
資源を安全に、かつ、大切に活用す
る循環型社会を目指すための教育を
推進します。

・児童生徒の環境問題についての意識の高揚を図るため、各小・
中学校において、埼玉県が進めるエコライフＤＡＹにおけるエコ
ライフに係る取組を実施しました。
・児童生徒の家庭生活や環境への関心を高めるため、エコキャッ
プ、アルミ缶、牛乳パック等の回収を児童会・生徒会を中心に実
施しました。

学
教

・自然に対する関心を高めさせると
ともに、地域の人々と連携し、学校
緑化運動や野外活動センター等の施
設を活用した自然にふれあう教育を
推進します。

・児童生徒の自然に対する意識や関心を高めるため、各小・中学
校において、アクティブスクールへの参加、動植物の飼育・栽
培、花壇の整備など各種体験活動、学校農園の充実などの学校
ファームの取組を実施しました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

・情報モラル教育について授業だけで
なく、全校朝会や学年集会でネットマ
ナーの指導を行い、ネットトラブル対
策を実施しました。また、各小・中学
校では、生徒指導に関する講演会や保
護者会等でも話題として取り上げ、家
庭内のルールづくり、使用状況の管
理・見届けを訴えました。

・ネットトラブルについては、ＳＮ
Ｓ内の見えない部分で多く発生し、
深刻化していることから、ネットパ
トロールの強化とともに情報モラル
教育の啓発を家庭にも広め強めてい
ます。
　具体的には、新入学説明会や各保
護者会等で、情報モラルやネット依
存に係る講演会や講座を開催し、周
知を図ります。

・児童生徒が具体的に身の回りの環境
と関わる活動をとおして、自然や社会
に対しての意識の高揚が図られまし
た。また、体験後に、自然を大切にし
ていきたい、自然とかかわりたいとい
う表現をする児童生徒が増え、環境教
育をとおして豊かな心がはぐくまれま
した。

・活動をすることが目的化しないよ
うに各小・中学校に指導を行い、体
験をすることでどのような児童生徒
を育てたいのかを明確にし、意味の
ある体験を今後も実施していきま
す。

計
画
書

教育委員会の自己評価 課題・方向性
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11

事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○国際理解教育の推進

・ＡＬＴを計画的に配置し、研修に
より指導力を向上させ、児童生徒の
コミュニケーション能力を高めさせ
る英語教育の充実を図ります。

・児童生徒のコミュニケーション能力の向上を図るため、ＡＬＴ
４人を任用し、小学校は週１回、中学校は週３回、各小・中学校
に配置しました。
・外国語教育の充実を図るとともに、ＡＬＴの指導技術の向上を
図るため、ＡＬＴに対する研修を実施しました。（４・８月、２
回開催、延べ８人参加）

学
教

・わが国の伝統文化に対する理解を
深め、尊重する態度をはぐくむとと
もに、諸外国の文化に対する理解を
深め、広い視野をもった児童生徒を
育てる教育を推進します。

・小学校の外国語活動や中学校の英語の授業、総合的な学習の時
間等をとおして外国の文化に対する理解を深め、視野を広めるこ
とができました。（東小学校や北小学校における総合的な学習の
時間での外国の文化に関する探究的な活動等）

学
教

・小学校段階からの外国語活動を推
進するために、教員研修の充実を図
ります。

・各小学校の取組について情報交換を行い、指導方法の共有化を
図るとともに、ティームティーチングやアクティビティの体験等
についての研究を行い、小学校段階からの外国語活動を推進する
ため外国語活動に関する教員研修会を実施しました。（８月、２
回開催、延べ４０人参加）

学
教

○ボランティア・福祉教育の推進

・ボランティア活動や福祉体験への
参加を促すための啓発活動を行うと
ともに、学校や地域の実態に即した
ボランティア活動や福祉体験の充実
を図ります。

・総合的な学習の時間等でボランティア・福祉教育に関する授業
を行い、車いす体験、アイマスク・白杖体験等、学校や地域の実
態に応じた体験学習を行いました。（全ての小・中学校にて実
施）

学
教

・児童生徒の自主性や自発性が育ち、
学校内において児童生徒が主体的に学
習に取り組めるようになるとともに、
児童生徒の社会性が育ち、社会参画へ
の契機となりました。

・引き続き、学校内における組織作
りと推進体制の整備を行います。

○学校図書館教育の充実

・児童生徒の望ましい読書習慣の形
成を図るため、学校の教育活動全体
をとおして、多様な指導の展開を図
ります。

・児童生徒の望ましい読書習慣の形成を図るため、各小・中学校
において、朝読書や読書週間等に係る教育課程における読書に関
わる計画を策定し、取組を推進しました。

学
教

・読み聞かせや朝読書等により、読
書活動のきっかけをつくり、習慣化
を図ります。

・児童生徒の読書の習慣化を図るため、小・中学校１２校におい
て、朝読書に取り組みました。
・各小学校において、ボランティアサークルによる本の読み聞か
せ会などを実施しました。

学
教

・全校に専門的な知識をもつ司書教
諭を配置するとともに、資格取得の
ための環境づくりに努めます。

・学校図書館の充実を図るため、司書教諭配置基準を満たすよ
う、司書教諭を配置しました。（１１校に計１１人配置）

学
教

・全校に指導員を配置し、読書環境
の整備と質の高い読書活動の推進を
図ります。

・人の居る温かみがあり、読書センター・学習情報センターとし
て機能を持つ学校図書館の充実を図るため、各小・中学校に図書
館指導員を配置しました。（各小・中学校１人ずつ計１２人）

学
教

・司書教諭や学校図書館指導員が核と
なり、利用しやすい学校図書館となり
ました。
・本に親しむ児童生徒が増えること
で、多様な価値観や豊かな感性、思考
力・判断力・表現力の育成につながり
ました。

・中央図書館や各小・中学校におい
て、児童生徒の多様化する図書の要
求に応えられるシステムづくりを検
討します。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・世界の様々な諸問題について、参加
体験・課題解決型の学習をとおして、
多文化共生について実感を伴う理解が
できるようになるとともに、児童生徒
のものの見方が広がり、自国について
も興味関心が高まりました。
・英語を用いたコミュニケーション能
力の育成につながりました。

・活動することに重きを置きすぎ
て、ねらい等の本質の部分を見失っ
てしまうことがあることから、活動
の意味を捉えるとともに、（１）世
界の現状を「知る」→（２）課題に
「気づき考える」→（３）自分にで
きることを「実行する」というプロ
セスで学習に取り組めるように各
小・中学校へ指導していきます。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策４　進路指導･キャリア教育の推進 P32

○積極的な進路相談の推進

・児童生徒が明確な目的意識をもっ
て、主体的に自己の進路を選択でき
る能力を身に付けられるよう、発達
段階に応じたキャリア教育を実施し
ます。

・それぞれの年齢にあった段階で、将来の夢や希望を持たせ、将
来なりたい職業に就くために自分の課題を持たせながら、キャリ
ア教育を推進しました。特別活動の授業では職業調べをして調べ
た内容を新聞でまとめるとともに、発表を行いました。

学
教

・生徒がより適切で主体的な進路選
択を実現できるよう、進路指導･進
路相談を実施します。

・各中学校において、卒業後の進路選択を適切に行えるように各
学校で保護者・生徒・学校との三者面談を実施するとともに、進
路に係る教育相談を必要に応じ実施して、主体的な進路選択が実
現できるように支援しました。

学
教

○家庭や関連機関との連携の強化

・学校だより、家庭教育講演会等で
家庭における進路教育を啓発しま
す。

・家庭における進路教育を啓発するため、各中学校において、学
校だよりなどにより進路指導や進路情報の提供を行いました。
・子育てについて保護者に情報提供するとともに、家庭における
進路教育を啓発するため、各中学校において、家庭教育講演会を
実施しました。

学
教

・職業に関心をもたせるため、地域
の職業人による講演会等を開催しま
す。

・生徒に自分の夢や希望を実現するために何をするのが望ましい
のかを深く考えさせ、働くことの意義などに関心を持たせるた
め、それぞれの分野で活躍している方を講師として招き、講演会
等を実施しました。（北本中学校講師 消防士、東中学校講師 旅
行会社営業添乗員、西中学校講師 特別支援学校教諭、宮内中学
校講師 病院職員）

学
教

○職場体験の充実

・企業や施設などにおける職場体験
を関係機関と一体となって実施しま
す。

・生徒の職業観についての意識の高揚を図るため、市内全中学校
２学年で市内及び近隣市町の店舗や企業、施設などにおける３日
間の職場体験を実施しました。

学
教

・３日間の職場体験事業を実施するこ
とで、生徒は職業観がさらに深まると
ともに地域の方々との交流の場にもな
りました。

・職場体験終了後も関係機関との連
携を図り、今後も取組の充実を図っ
ていきます。

○職業教育･産業教育の推進

・社会人や職業人として、自立でき
るよう､地域や産業界と連携･協力
し、望ましい職業観･勤労観を育成
します。

・児童生徒が望ましい職業観や勤労観をはぐくむため、各小学校
において工場見学、各中学校において職場体験を実施しました。
(訪問先　小学校：グリコの工場、中学校：北本市内の商店や施
設）

学
教

・実際に見学や体験をすることで児童
生徒に望ましい職業観や勤労観をはぐ
くむ一助となりました。

・市内にある工場の見学を積極的に
取り入れ、地域との連携を図りま
す。

・特別活動の授業で望ましい職業観を
もたせ、自己の将来の夢や希望を持た
せることでキャリア教育を推進させる
ことができました。

・進路指導及び進路相談について、
校内の進路指導計画をさらに充実さ
せ、学年ごとに計画的に進路指導・
キャリア教育を行い、生徒や保護者
に寄り添った進路相談を実施してい
きます。

・学校教育だよりなどを活用して、保
護者に情報提供するとともに、家庭教
育学級を開催したことで家庭における
進路教育の意識を高めることができま
した。

・家庭との連携については、すべて
の家庭（保護者）に周知して連携で
きるようにさらなる工夫を進めてい
きます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

12
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策５　本物にふれる事業の推進 P34

○学校クラスコンサートの実施

・児童を対象に、ピアノ、フルー
ト、バイオリン等のプロの演奏者を
招き、クラスごとのミニ演奏会を実
施します。息遣いを感じるほど近く
でプロの演奏を聴くことにより、音
楽性を高めるとともに感動する心を
養います。

・全日本ピアノ指導者協会に依頼し、演奏者を派遣していただ
き、各小学校の４年生を対象に演奏会を実施しました。（各小学
校１回開催）

学
教

・プロの演奏者を招いて間近で演奏を
聴くことによって音楽性を高めるとと
もに、児童が豊かな心をはぐくむこと
ができました。

・ピアノ協会と各小学校との日程調
整について連携を図り計画的に実施
していきます。

○ふれあい講演会の実施

・様々な職業や経歴の方を講師に招
き、直に生き方の指針や社会人とし
てのマナーなどを学びます。

・生き方の指針や社会人としてのマナーなどを直に学ぶため、各
中学校で様々な分野の専門家を招き、ふれあい講演会を実施しま
した。（北本中学校　東京消防庁、東中学校　旅行会社業務部室
長、西中学校　特別支援学校教諭、宮内中学校　病院職員）

学
教

・各中学校で様々な分野の専門家を招
き、ふれあい講演会をとおして生き方
や社会人のマナーを学ぶことができま
した。

・中学生にとってこれからの生き方
に参考になるよう実態に合わせた講
師の人選を計画的に行います。

○こころの教育推進事業の実施

・小学校にスポーツや科学、職人、
芸術家等の専門家（プロフェッショ
ナル）の方々を招き、授業や学校内
でのふれあい活動、教員対象の研修
会を行うことで、児童の豊かな感性
をはぐくむとともに、教員の教科指
導力の向上を図ります。

・児童の豊かな感性をはぐくむため、理科教育の専門家による理
科実験教室（小学校２校）、芸術家による図工教室（小学校１
校）、女子プロ野球選手による野球教室（小学校３校）を実施し
ました。授業の中ではできないようなダイナミックな実験や、学
年の児童全員で何日もかけひとつの作品を作り上げるという造形
活動などが行われました。

学
教

・専門家との活動を通じて、児童が夢
を持ち続けることの大切さを抱き、理
科や芸術の奥深さに気づくことによ
り、感性を磨くことができました。

・児童の感性をはぐくむとともに、
教員の指導力の向上を図ることがで
きる講師の人選を行います。

施策６　ノーマライゼーションの理念に基づく特別支援教育の推進 P35

○心のバリアフリーを深める教育の推進

・支援籍を置くことで、居住地の
小・中学校に籍を置き、地域とのつ
ながりを深めます。

・支援籍を希望する児童生徒が居住する区域の小・中学校に支援
籍を置き、その小・中学校の児童生徒との交流を行いました。近
隣の特別支援学校と連携して支援籍の基礎名簿を作成しました。

学
教

・支援籍の学校で回数は尐ないものの
児童や生徒と交流をすることで、児童
生徒の障がい者への理解が深まるとと
もに交流をとおして支援籍の児童や生
徒が所属感を持つことができました。

・支援籍に対する理解をさらに高
め、個にあった支援の方策を在籍校
と支援籍校でより密に連携を図りま
す。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○障がいのある児童生徒への社会で自立できる自信と力をはぐくむ教育の推進

・幼児期からのきめ細かな支援体制
で、個に応じた指導を実践します。

・指導主事がこども療育センターで就学支援についての講義（７
月、１回実施）をするとともに、事務局の職員と療育センターの
職員とで連絡会を開きました。（９月、１回）また、保護者に対
して小・中学校の特別支援学級への見学会を実施しました。

学
教

・個に応じた支援計画をもとに継続
した指導を実践します。

・個人に応じた支援計画だけではなく、県作成のサポート手帳を
利用した継続性ある支援を行いました。

学
教

○特別支援学級や通級指導教室の特性を生かした特別支援教育の充実

・特別支援学級や通級指導教室にお
いて、一人一人に応じた個別の指導
を行い、適切な支援に取り組みま
す。

・児童生徒の状況に合った適切な支援を行うため、各小・中学校
において、個別の指導計画を作成し、指導に取り組みました。

学
教

・児童生徒に合った適切な支援や、個
別の支援計画に基づいた指導を実施す
ることで個人の能力を引き出すことが
できました。

・個別の支援を充実させるために
は、施設や支援員の配置などの学習
環境を充実させます。

○特別支援学級及び通常の学級における支援員の有効活用

・通常学級における支援が必要な児
童への補助として、各小学校に支援
員を配置して教育活動の充実を図り
ます。

・各小・中学校を指導主事が回り、一人一人のニーズや支援の必
要を確認し、適切な人事配置を行いました。（学力向上支援員
小学校１４人、中学校４人）

学
教

・特別支援学級における支援が必要
な児童生徒の補助として、特別支援
学級のある小・中学校に支援員を配
置して教育活動の充実を図ります。

・特別支援学級における教育活動の充実及び児童生徒に対しきめ
細かな対応を図るため、特別支援学級支援員を配置しました。
（小学校・中学校合計２０人《通級指導教室を含む》）

学
教

○ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒の理解と指導の充実

・特別支援教育コーディネーターを
配置し、研修により資質の向上に努
めます。

・ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒の理解を深めると
ともに、保護者対応などの知識の向上を図るため、各小・中学校
に特別支援教育コーディネーター（計１２人）を配置しました。
また、特別支援コーディネーターについて、県主催の研修（小学
校１名、中学校１名）に参加しました。

学
教

・各小・中学校における特別支援教
育に関する研修の充実を図ります。

・騎西特別支援学校で開催されたノーマライゼーションの理念に
基づく教育推進連絡協議会に参加しました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・各小・中学校に特別支援コーディ
ネーターを配置し、校内の特別支援教
育の推進役となることにより、配慮を
要する児童生徒への適切な支援を実践
することができました。

・各児童生徒の状態に応じ、児童生
徒の様子を理解し、個に合った支援
を確立していき、騎西特別支援学校
のコーディネーターと積極的かつ計
画的に連携していきます。

・こども療育センターに教育委員会事
務局の職員が行き、保護者に講演をし
たり、保護者が特別支援学級を見学し
たりすることで個に応じた支援体制づ
くりの一助となりました。また、その
ことで保護者との面識ができ、就学相
談もスムーズに実施できました。

・障がいをのある子どもの保護者
は、大きな悩みを抱えているケース
が多いので、情報を提供し、保護者
の願いを受けとめながら個に合った
よりよい支援の方策を立てます。

・支援員の配置により、きめ細かな指
導が実現するとともに、個別の支援を
実施することで効果的な学習指導が実
施できました。

・よりきめ細かな支援計画を立て、
計画を実践していきます。また、支
援員の研修なども検討します。

14
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○適正な就学相談・就学支援の推進

・就学支援委員会において、より良
い就学先について検討します。

・児童生徒のよりよい就学先について検討するため、就学支援委
員会を開催しました。（５回開催）

学
教

・専門的な立場の方や就学に係る専
門委員の参観のもとで、適正に就学
先を判断し、保護者に対して支援を
行います。

・各小・中学校の特別支援教育コーディネーター、医師、特別支
援学校の特別支援コーディネーターなどを就学支援委員会委員と
して任命し、それぞれの立場から、子ども一人一人の就学先につ
いて慎重に審議するとともに、保護者との面談も含めた支援を実
施しました。

学
教

○ノーマライゼーションの理念に基づく施設設備の整備

・スロープ、手すり等、ノーマライ
ゼーションの理念に基づく施設設備
の充実を図ります。

・市内小中学校のすべての学校にスロープや手すりが設置されま
した。
・北小学校に新たに、エレベーターの設置を行いました。これに
より、小・中学校１２校の内１０校へのエレベーターの設置が完
了しました。

学
教

・スロープや手すりなどを設置し、バ
リアフリーにすることで障がい者の生
活に不便な障壁を取り除くことができ
ました。

・施設の設置だけでなく、本来の
ノーマラゼーション理念に基づい
て、児童生徒に利用や活用について
伝えていきます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・就学支援委員会では、保護者との面
談だけではなく、専門員が児童生徒の
行動観察を行い、細かな観点から児童
生徒の就学先についての情報を収集し
て、就学支援委員会でよりよい支援を
検討し、保護者とともに就学先につい
て検討して就学先を決定することがで
きました。

・就学支援委員会での結果を保護者
が合意しなかった場合における、通
常学級での支援については十分に検
討し、個別の支援計画を作成し対応
していきます。



　　　　施策１　基本的人権を尊重する教育の推進

　　　　施策２　人権啓発活動の推進

　　　　施策３　心の教育の推進

　　　　施策４　ボランティア・福祉教育の推進

　　　　施策５　生徒指導・教育相談体制の充実

　　　　施策６　児童生徒の健康の保持増進

　　　　施策７　運動習慣の形成と体力向上の推進

　　　　施策８　安全教育の推進と安全管理の徹底

基本目標Ⅱ
豊かな心と健やかな体の育成

　尐子化・核家族化がもたらす課題として、他者との関わりがうまく築けない等の人間関係を形成する力の低下や、自己中心的
で約束やルールを守れない等の規範意識の低下が挙げられます。このような課題を解決するために、自他を認め、尊重し合い、
感動や感謝の気持ちを表現できる豊かな心と健やかな体の育成が重要です。そのために、ボランティアや福祉などの社会体験活
動を推進するとともに、生徒指導・教育相談体制の充実のため、スクールソーシャルワーカーの拡充を図ります。
　また、児童生徒の健康の保持増進・体力向上などを図るとともに、薬物乱用防止教育や安全教育を推進します。

16



17

事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策１　基本的人権を尊重する教育の推進 P38

○人権教育推進体制の充実

・小・中学校における人権教育全体
に係る計画を整備し、その充実を図
ります。

・すべての教育活動において人権教育の視点に立った活動を推進
するため、各小・中学校が教育指導計画に人権教育に係る計画を
整備しました。

学
教

・小・中学校における児童虐待対応
の中心となる教職員などの研修を充
実させ、家庭や地域の関係機関と連
携し、児童虐待を防止します。

・児童生徒への指導及び保護者等への啓発を図るため、県が作成
したリーフレットや人権相談カードを配布しました。
・県が主催する児童虐待対応研修会に参加（８月、１３人参加）
し、受講者が各小・中学校において研修の内容を報告し、情報の
共有化を図りました。

学
教

○学校教育及び社会教育における人権教育の推進

・小・中学校における人権教育研修
会を実施し、教職員の人権意識の高
揚を図ります。

・各小・中学校における人権教育におけるリーダーの実践力の向
上を図るため、人権教育推進委員会を開催しました。（４回開
催）
・県が主催する南部地区人権教育実践報告会に参加（７月、１２
人参加）し、受講者が各小・中学校において研修の内容を報告
し、情報の共有化を図りました。

学
教

・各種の人権課題に応じた社会教育
講座や各公民館における人権教育研
修会を実施します。

・地域における人権教育推進者の育成のための生涯学習人権講座
研修会（１０月～１２月に４回開催、延べ１５４人参加）、公民
館ごとに行う公民館等における人権教育研修会（７回開催、延べ
２３０人参加）、小・中学校ＰＴＡにおける人権教育研修会（１
２回開催、延べ６５３人参加）を実施しました。
・各地域学習センターの高齢者学級の講座において、人権教育に
関する講座を実施しました。
・北本市ＰＴＡ連合会と共催でハートピア２１を開催し、人権教
育に関する映画の上映を行いました。（１１月、文化センター
ホール）

生
学
・
文
セ
ン

・児童生徒の豊かな心や人権感覚を
はぐくむため、体験活動や参加体験
型の学習を取り入れた、人権感覚育
成プログラムを普及させます。

・様々な教育活動での有効活用を図るため、各小・中学校に人権
感覚育成プログラムの活用状況調査を行い、全１２校で「取り組
んだ」または「取り組む予定である」という回答がありました。
・人権教育に係る指導方法の向上を図るため、各小・中学校にお
いて、人権感覚育成に係る指導者を招き、校内研修を実施しまし
た。

学
教

・同和問題に関する学習意欲の喚起
及び理解を深めるための学習を実施
します。

・同和問題に対する理解を深めるため、生涯学習人権講座研修会
で同和問題についての講座を設け、実施しました。（１０月～１
２月、４回開催、１５４人参加）

生
学

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・年間をとおして教育活動全体におい
て人権教育の充実を図ることができま
した。
・児童虐待対応研修で得た情報を共有
することで、学校における早期発見、
早期対応の徹底に向けての組織づくり
ができました。

・実際に人権問題に係る事案が発生
した場合に、関係諸機関と連絡を直
ちに取り、対応できる体制づくりを
構築していきます。

・人権感覚育成プログラムを活用した
研修を校内で実施することにより、教
職員の人権意識の高揚を図ることがで
きました。
・ハートピア２１の開催や同和問題に
係る生涯学習人権講座研修会をとおし
て、市民の人権意識の高揚を図ること
ができました。特に、ハートピア２１
における講演については、「普段の生
活を変えようと感じることができた。
すぐに実践してみたくなった。」等の
感想を得られるなど、一定の成果が認
められました。
・生涯学習人権講座研修会で同和問題
についての講座の開催をとおして、市
民の人権意識の高揚が図られました。

・すべての学校において、人権感覚
育成プログラムを活用した授業の実
践を広げていきます。
・家庭教育の中においても、親子で
人権について考えていくことができ
るよう、今後も人権をテーマにした
映画の上映や研修などの実施を推進
していきます。
・幅広い世代に様々なテーマの人権
教育を行うことができるよう、今後
も研修会を実施していきます。
・社会教育講座の内容を工夫して、
さらに多くの市民の講座への参加を
促進していきます。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○男女共同参画社会の確立に向けた教育の推進

・男女共同参画を推進するために、
各種セミナーや講演会を実施しま
す。

・男女共同参画に対する理解を深めるため、生涯学習人権講座研
修会で男女共同参画についての講座を設け、実施しました。（１
０月～１２月、４回開催、１５４人参加）
・児童生徒に男女共同参画に係る意識啓発を図るため、小・中学
校の人権教育において、人権作文を実施しました。
・県主催の男女平等教育研修会に中学校の教職員が参加しまし
た。（８月、４人参加）

学
教
・
生
学

・次世代を担う子どもたちへの男女
共同参画の意識づくりをするため、
学校や家庭における男女の人権を等
しく尊重する男女平等教育を推進し
ます。

・小・中学校の人権教育において、男女平等について扱うととも
に、セクシャルハラスメントなどに関する男女平等教育資料を配
布し、男女の人権を等しく尊重する指導をしました。

学
教
・
生
学

施策２　人権啓発活動の推進 P40

○人権教育啓発資料の刉行

・人権教育啓発資料「ふれあい」、
北本市人権教育推進委員会広報「け
やき」、人権文集「じんけん」を発
行します。

・家族で読める話や親しみやすい資料で構成した人権教育啓発資
料「ふれあい」を２５，５５０部、人権推進の活動の様子を紹介
した北本市人権教育推進委員会広報「けやき」を２５，５５０部
発行して全家庭に配布しました。また、児童生徒の人権作文を集
めた人権文集「じんけん」を６，２００部発行し、全児童生徒に
配布しました。

生
学

・家族で読める話や親しみやすい資料
で構成した人権教育啓発資料「ふれあ
い」、人権推進の活動の様子を紹介し
た北本市人権教育推進委員会広報「け
やき」、児童生徒の人権作文を集めた
人権文集「じんけん」を発行し、市民
の人権意識の啓発が図られました。

・人権教育啓発資料について、より
多くの人々に読んでもらえるよう編
集を工夫していきます。

○北本市児童憲章「北本っ子未来へのちかい」の普及啓発

・小・中学校、公民館等に掲示し、
市民への周知・啓発を行います。

・北本市児童憲章の周知及び市民の啓発を図るため、各小・中学
校並びに中央公民館及び各地域学習センターにおいて北本市児童
憲章を分かりやすい場所に掲示しました。

学
教
・
文
セ
ン

・北本市児童憲章を各小・中学校や公
民館などの公共施設の分かりやすい場
所へ掲示することで、多くの方に憲章
の周知を図ることができました。

・北本市児童憲章について、引き続
き児童生徒のみならず、市民への周
知・啓発に努めます。

施策３　心の教育の推進 P41

○道徳の時間における学習指導の工夫

・心のノートや彩の国の道徳など、
各種資料を効果的に活用するととも
に、話し合いの形態などを工夫する
ことで、児童生徒の多様な感じ方や
考え方を引き出し、道徳的実践力を
育成します。

・児童生徒が道徳的価値の自覚や自己の生き方についての考えを
深めるため、道徳の授業に文部科学省が作成する「心のノート」
や県が作成する「彩の国の道徳」を活用しました。
・学校と保護者の共通理解を図り、家庭においても同じ視点に
立って子どもたちの道徳心を育んでいくために、家庭用「彩の国
の道徳」を小・中学校児童生徒の全家庭に配布しました。

学
教

・各小・中学校において年間指導計画
に則して道徳の授業を実施することに
より、全教育活動をとおして道徳教育
を推進することができました。

・児童生徒の道徳的実践力を継続的
に高めていく必要があります。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・各小・中学校における人権作文など
の人権教育の実施をとおして、性別に
基づく固定的な役割分担意識を是正
し、人権尊重を基盤とした男女平等観
をはぐくむことができました。
・生涯学習人権講座研修会の参加者に
よる感想について、研修会の実施に高
評価をいただいたことから、男女共同
参画に係る意識啓発の一助となってい
ることが確認できました。

・各小・中学校における人権教育の
実施及び生涯学習人権講座研修会の
内容の充実により、男女共同参画に
係る意識啓発を推進します。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○特別活動・部活動の充実

・心の教育を推進し、奉仕体験活
動、文化芸術活動などの特別活動の
充実を図り、児童生徒の感性を磨
き、豊かな情操を養います。

・各小・中学校において、様々な学校行事、芸術鑑賞教室(各小
学校１回)、こころの教育推進事業の活動（理科教育の専門家に
よる理科実験教室（小学校２校）、芸術家による図工教室（小学
校１校）、女子プロ野球選手による野球教室（小学校３校）等を
実施しました。

学
教

・支え合い、認め合い、高め合う人
間関係と自主・共同の精神をはぐく
む、活力ある部活動の展開を推進し
ます。

・教師と生徒が一体となり各種コンクールや大会に積極的に臨み
活躍するとともに、各中学校において、県大会出場者、入賞者に
対して壮行会を行うなど、お互いの健闘を認め合いました。

学
教

・より専門的な指導を補完できる部
活動の指導員を配置して、充実した
部活動を推進します。

・技術指導をとおして生徒にスポーツや文化等のすばらしさを指
導するとともに社会生活でのマナー、エチケット等の心の指導を
行うため、各中学校の部活動に対して、専門的技能を有する地域
の人材を外部の指導員として配置しました。（２９人配置）

体
育

○体験的な学習等の推進

・豊かな心をはぐくむため自然体験
や農作業体験、職場体験などの体験
活動を推進します。

・児童生徒の豊かな心をはぐくむため、学校ファームでの農業体
験（各小・中学校）、総合的な学習の時間における地域の方との
ふれあい活動（各小・中学校）、自然体験学習（各小・中学
校）、市内各所での３日間の職業体験活動（各中学校）を実施し
ました。

学
教

・地域の方の協力を得て、農業体験、
職場体験等を実施することにより、農
業や食及び職業に対しての興味を持つ
児童生徒が見られるようになりまし
た。

・農作業の初期段階と収穫だけでな
く、作物を成長させていく大切な時
期にも目を向けた体験活動を実施し
ます。

○北本ふれあい家族の日の取組の実施

・１０月第１土曜日を「北本ふれあ
い家族の日」と名付け、児童生徒か
ら家族で取り組んだ作品、家族にま
つわる作品を募集することで、家族
のふれあいを深め、改めて家族を振
り返り、家族のあり方を考えるきっ
かけとします。

・児童生徒から家族で取り組んだ作品、家族にまつわる作品を募
集し、発表する「北本ふれあい家族の日」を上尾法人会北本支部
との共催により実施しました（１０月）。本事業の趣旨を踏まえ
た作品が１，８００点以上出品され、その中から特に優秀な４８
点の作品を「ふれあい家族賞」として選び、表彰するとともに、
市内の金融機関において展示しました。

学
教

・作品展については、３００人近くの
方が来場し、親子で作品を観覧するな
ど、家族のきずなを深める一助となり
ました。

・夏季休業中の課題のひとつとして
多くの児童生徒に取り組めるよう特
に作文部門への出品を働きかけま
す。

○こころの教育推進事業の実施

・児童の豊かな感性をはぐくむとと
もに、教員の教科指導力の向上を図
るため、小学校に芸術やスポーツな
どに専門的な経験や知識をもった講
師を配置します。

・児童の豊かな感性をはぐくむため、理科教育の専門家による理
科実験教室（小学校２校）、芸術家による図工教室（小学校１
校）、女子プロ野球選手による野球教室（小学校３校）を実施し
ました。授業の中ではできないようなダイナミックな実験や、学
年の児童全員で何日もかけひとつの作品を作り上げる造形活動な
どが行われました。

学
教

・専門家との活動を通じて、児童が夢
を持ち続けることの大切さを抱き、又
は理科や芸術の奥深さに気づくことに
より、個々の感性を磨くことができま
した。

・児童の感性をはぐくむとともに、
教員の指導力の向上を図ることがで
きる講師の人選を進めます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・数多くの行事や本物に触れることの
できる体験活動を通じて、児童生徒の
豊かな情操を養うことができました。
・部活動では、生徒に運動の楽しさや
喜びを味わわせるとともに、責任感や
連帯感等をかん養することができまし
た。

・児童生徒の豊かな感性を磨くため
の講師の選任について慎重に検討し
ていきます。
・部活動においては、人間性豊かで
優れた指導力を持つ外部指導者を確
保する必要があります。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策４　ボランティア・福祉教育の推進 P43

○ボランティア・福祉に係る体験的教育活動の推進

・児童生徒の発達段階に応じ、乳幼
児・高齢者・障がい者に対する思い
やりの心をはぐくむため、体験活
動、施設訪問などを行います。

・各小・中学校において、総合的な学習の時間等で、ボランティ
アや福祉に関する理解を深めるとともに、小学校ではアイマス
ク、車いすなどの体験活動、中学校では老人介護施設での介護体
験を行いました。

学
教

・各小・中学校でボランティアや福祉
に関する体験活動を行い、思いやりの
心をはぐくむ福祉教育を推進すること
ができました。

・小中学校の実態に合わせた取組を
さらに機会を増やす工夫を進めてい
きます。

○関係団体との適切な連携

・地域の福祉施設などの関係団体と
の連携により、福祉に関する体験活
動の充実を図ります。

・地域の福祉施設などの関係団体と連携し、車いす等を借りて、
各小学校で体験活動を実施しました。

学
教

・福祉に関する体験活動を実施するた
め、地域の福祉団体の協力を得て、進
めることができました。

・児童にとって有意義な体験である
ことから、体験活動を継続していき
ます。


施策５　生徒指導・教育相談体制の充実 P44

○児童生徒･保護者等との信頼関係に基づく指導の充実

・子どもたちの視線に立った指導
を、保護者との連携を図りながら実
施します。

・各小・中学校においてなかよし・生活アンケートを毎月実施
し、必要に応じ保護者に連絡をとり、連携を図りました。

学
教

・コミュニケーションを大事にし、
家庭と情報を共有化して、すべての
児童生徒の成長を第一とした指導を
行います。

・毎月定例の教育相談の実施、学校ホームページなどによる学校
からの情報の発信、担任と保護者における連絡等、互いに情報を
共有し、共通理解のもと、一貫した指導を行いました。

学
教

○教職員の共通理解に基づく指導の推進

・いじめ、不登校等の問題に対し
て、「どの子どもにも」「どの学
校、学級でも起こりうる」という認
識のもと、全職員が共通理解・共通
行動で対応し、その変容、見届けを
大切にします。

・いじめ、不登校等の問題に対して、「どの子どもにも」「どの
学校、学級でも起こりうる」という認識のもと、全職員が共通理
解・共通行動で対応し、毎月の生徒指導委員会（各小・中学
校）、教育相談部会及びさわやか相談員との連絡会の開催などを
とおして、問題の解決に取り組みました。

学
教

・いじめについて、アンケートを毎
月実施し、被害者の立場に立った指
導、早期発見・解消を目指します。

・いじめの実態の把握と早期の解消を図るため、各小・中学校に
おいて、いじめについてのアンケートを実施しました。（１１回
実施）

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・生徒指導委員会、教育相談部会の開
催、さわやか相談員との連絡会などの
実施をとおして職員間の共通理解・共
通行動の共有が図られました。

・いじめ、不登校等について、小学
校と中学校の実態や児童生徒一人一
人の発達段階に応じ、個別の問題に
対処していくことが必要です。

・児童生徒や保護者等とのコミュニ
ケーションを意識することにより、話
しやすく居心地のよい学級、風通しの
よい保護者との関係の確立が図られま
した。

・引き続き、教育相談の充実を図る
とともに、学校からの情報提供、担
任と保護者との間における連絡等を
とおして、互いに情報を共有し、共
通理解のもと、一貫した指導を行い
ます。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○教育相談体制の充実

・教育センターにおける学校生活に
なじめない児童生徒の教育相談、学
習支援を推進し、学校での学習に復
帰できるように支援します。

・教育センターではステップ学級において、学校になじめない児
童生徒の学習支援を実施しました。なお、平成２５年度は小学生
１人中学生５人の児童生徒がステップ学級に通級しました。

学
教

・生徒の不登校、いじめ等に早急に
対応するため、中学校におけるさわ
やか相談員による教育相談活動を推
進します。

・生徒の不登校、いじめ等に早急に対応するため、各中学校にさ
わやか相談員を配置（計４人配置）するとともに、県費により設
置しているスクールカウンセラー（計４人配置）の専門的な知識
を活用し、教育相談活動を実施しました。（さわやか相談員、相
談件数８０８件）

学
教

・児童生徒がおかれた家庭、友人関
係等の諸問題について解決を図るた
め、スクールソーシャルワーカーの
活動を推進します。

・家庭、友人関係等の諸問題の解決に当たるため、スクールソー
シャルワーカーを配置しました。（１人配置）

学
教

○学校間連携の推進

・中１ギャップを解消するために
小・中学校教員の連携・交流をとお
し、児童が安心して中学校に進学
し、順調に中学校生活を送れるよう
に支援します。

・小中一貫教育を推進し、中１ギャップの解消を図るため、夏季
合同研修会や小・中学校教員の相互授業参観を実施し、小・中学
校教員の相互の連携や積極的な交流を行いました。
・東中、西中学校区において、小中一貫教育の研究、義務教育９
年間を見とおした教育課程の工夫、生徒指導等に取り組みまし
た。北本中学校区においては、４・３・２制の研究に取り組みま
した。

学
教

・各中学校区において小中一貫教育の
研究や学校４・３・２制の研究、義務
教育９年間を見とおした教育課程、生
徒指導等に取り組むことにより、市内
のモデルケースができました。

・各中学校区で成果の出た取組を取
り入れ、各校区の実態に合わせて市
内全体で共通行動を図っていきま
す。

○校内指導体制の整備と関係諸機関との適切な連携

・連絡協議会を開催し、学校同士の
連携やＰＴＡ、地域、警察、児童相
談所との連携を深めます。

・学校間における情報交換やＰＴＡ、地域、警察、児童相談所等
と情報を共有し、連携を深めるため、児童生徒健全育成連絡協議
会を開催しました。（４回開催）

学
教

・市内共通の生徒指導項目を定め、
統一した生徒指導の基本を徹底する
とともに、各小・中学校への支援を
充実させます。

・統一した生徒指導の基本を徹底するため、各中学校区において
共通の生徒指導項目を定めました。
・夏季合同研修会（８月）において生徒指導体制に係る共通項目
を策定するなど、小・中学校間の生徒指導体制に関する共通理解
を深めました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・教職員が不登校やいじめ等にかかわ
る児童生徒や保護者に対しての働きか
けを迅速に、かつ、誠意をもって行っ
たことで、不登校の割合に改善が見ら
れ、いじめの解決・解消につながった
と考えられます。

・今後も児童生徒の友人関係や教職
員との良好な信頼関係が築けるよ
う、教育センターやさわやか相談
員、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー等と連携し、
取り組んでいきます。

・定期的な児童生徒健全育成連絡協議
会において、小中一貫教育の視点で具
体的な対応策を話し合うなど、小・中
学校の垣根を越え、お互いに情報を共
有し、同一歩調で指導ができる体制の
整備が図られました。

・生徒指導担当者や教育相談担当者
だけの課題とならないよう、全教職
員が共通理解を図り、共通行動が取
れるように各小・中学校へ働きかけ
をしていきます。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策６　児童生徒の健康の保持増進 P46

○学校保健活動の充実

・各小・中学校で学校の保健計画を
作成するとともに、学校保健委員会
の充実、家庭や学校医等との連携を
図りながら、基本的な生活習慣を確
立する等、子どもたちの健康の保持
増進のための組織的な活動を推進し
ます。

・児童生徒の健康増進を図るため、各小・中学校の保健計画に基
づいて、基本的な生活習慣の確立や疾病の予防などに努めまし
た。また、県が主催する研修会に教員を派遣しました。（埼玉県
学校健康教育推進研修会２名、埼玉県学校健康教育推進大会１１
名）
・学校歯科医と連携を図り、各校において学校歯科保健活動を推
進し、児童生徒の歯・口の健康づくりに努めました。
（宮内中：埼玉県学校歯科保健コンクール年間努力賞受賞）
・県教育委員会と連携して「学校保健課題解決支援事業」を実施
し、地域における課題について協議しました。（１２月、１回開
催、１２名参加）
・各小・中学校において健康面での課題について協議し、家庭や
学校医等との連携を図りながら、健康教育の充実に努めるため、
学校保健委員会を開催しました。（１回以上開催）
・学校における保健に関する活動が円滑に遂行できるよう北本市
保健主事研修会を実施しました。（１月、１回開催、１２人参
加）

体
育

・保健教育を効果的に進め、子ども
たちが生涯をとおして自らの健康を
管理し、改善していこうとする実践
力を育てます。

・保健学習や保健指導に係る専門的な知識の習得を図るため。県
が主催する研修会に教員を派遣しました。（関東甲信越静学校保
健大会１人、保健主事研修会１０人、新任保健主事研修会１人）

体
育

○学校環境衛生の維持管理

・学校環境衛生基準等に基づき、各
教室、飲料水、プール等における衛
生の維持管理に努めるとともに、放
射能汚染から児童生徒を守ります。

・学校環境衛生の維持管理を図るため、各小・中学校において学
校薬剤師の指導・助言のもと、検査項目を精査し、給食室検査・
空気検査（ホルムアルデヒド・トルエン・二酸化炭素）・ダニ検
査・プール水質検査を行いました。
・プール使用の前に行うプール清掃前に汚泥の放射線量を測定
し、０．２３μSv／ｈ以下であることを確認しました。また、
プール開設後１カ月を目安にプール水の放射性物質の濃度測定を
実施し、安全性を確認するとともに、その結果を市のホームペー
ジに掲載しました。

体
育

・学校環境衛生基準等に基づき、学校
薬剤師の指導・助言のもと、給食室検
査・空気検査・ダニ検査・プール水質
検査（放射線量の測定含）を実施し、
学校環境衛生の維持管理を総合的に行
うことができました。

・学校環境衛生基準等に基づき、検
査項目を精査し、検査を行い、健康
的な学習環境の確保に努めます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・各小・中学校で保健計画に基づいて
学校医や家庭と連携し、学校保健委員
会を実施するとともに、教員を研修会
に派遣し、保健教育を効果的に進める
ことによって、児童生徒の健康を保持
増進することができました。

・児童生徒の健康の保持増進を組織
的に図るため、各小・中学校ごとに
保健計画の見直しと改善を行ってい
く必要があります。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

 ○食育の推進

・子どもたちに望ましい食習慣を身
に付けさせるため、学校と家庭が連
携し朝食欠食の解消に取り組みま
す。

・各小・中学校で給食だよりを発行し、栄養バランスや規則的な
食事、朝食の大切さ等を伝えるとともに、望ましい食習慣が身に
付くよう児童生徒や保護者の意識啓発に努めました。
・朝メニューのレシピの配布や早寝・早起き・朝ごはんに係る
チェックカードの使用、給食集会の実施など、各小・中学校で、
朝食欠食ゼロに向けた活動を実施しました。（平成２５年度朝食
欠食率　小学校０．９８％、中学校１．７４％）

体
育

・栄養教諭や学校栄養職員等の専門
性を活用し、食育の充実に努めま
す。

・各小・中学校において、栄養教諭や学校栄養職員による専門知
識や能力を生かし、児童生徒の発達段階に配慮した食育の授業を
実施しました。
・学校給食における食物アレルギー対応マニュアルづくりの指針
を示し、対応の流れや体制づくりについて共通理解を図り、各校
のマニュアルづくりを進めました。

体
育

・学校における食育の推進者の指導
力を向上させるため、授業研究会や
研修会の充実を図ります。また、県
教育委員会等が開催する講習会等へ
職員を派遣します。

・栄養教諭や学校栄養職員を県等が主催する研修会に派遣しまし
た。（彩の国学校給食研究大会４人、食育指導力向上授業研究協
議会１２人、食育推進リーダー育成研修会４人）
・指導力の向上を図るため、各小・中学校の給食食主任の教員や
栄養教諭、学校栄養職員が参加し、研究授業及び研究協議を実施
しました。（１２月、１回開催、１７人参加）

体
育

・給食主任部会や学校栄養士会をと
おして、学校給食における地産地消
を推進し、食に対する関心を高め、
理解を深めます。

・児童生徒の食に対する関心を高め、理解を深めるため、学校給
食食材について、桜国屋をとおして地場の野菜を購入し、地場産
野菜等の使用について、品目数及び使用回数を増やすように努め
ました。（平成２４年度　小学校６，８１２ｋｇ、給食センター
２，１５７ｋｇ）

教
総

・保健学習や保健指導の充実を図
り、手洗いや給食着着用など衛生習
慣確立の徹底を図ります。

・児童生徒の身近な生活における健康・安全に関する基礎的な内
容の理解を深めるため、各小・中学校において年間指導計画に基
づいて、保健学習を進めました。
・児童生徒が健康な生活への理解を深めるとともに、正しい行動
様式を身に付けるため、各小・中学校において年間指導計画に基
づいて、保健指導を進めました。

体
育

・学校給食衛生管理基準に基づく学
校給食調理場における衛生管理に努
めるとともに、安全な食材の提供に
努めます。

・学校給食調理従事者の衛生管理に対する意識啓発を図るため、
保健所職員を講師とした衛生講習会を実施しました。（８月、１
回開催、７９人参加）
・給食食材の放射性物質に係る検査を給食実施日に児童生徒が給
食を食する前に行い、その結果を市ホームページに公表しまし
た。
・北本中学校に、中学校２校目となる自校方式の調理場を学校給
食衛生管理基準に基づき整備しました。

教
総

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・栄養教諭や学校栄養職員の専門性を
生かして組織的に食育が推進され、小
学生の朝食の欠食率については、県の
施策目標を下回ることができました。
・学校給食におけるアレルギー対応に
ついて、市内小・中学校で共通認識に
基づく対応マニュアルを整備すること
ができました。
・地場産物を学校給食で使用すること
により、地場産物を利用することによ
り、児童生徒の「食と農」への関心を
高め、郷土を愛する心をはぐくむこと
ができました。
・学校給食法第９条の「学校給食衛生
管理基準」に基づき、学校給食の適切
な衛生管理を図るため、栄養士や調理
員等の細菌検査を実施するなど、衛生
管理体制を強化しました。また、栄養
士、調理員等の衛生に関する研修会を
実施し、衛生管理に対する意識啓発が
図られました。
・自校方式の給食調理場を整備したこ
とにより、学校給食衛生管理基準に基
づき、施設の衛生管理を行うととも
に、生徒に安全な給食を提供すること
ができました。

・中学生の朝食の欠食率について
は、県の施策目標である１％を上
回っていることから、（県平均２．
６％）引き続き、生徒及び家庭への
啓発を行っていく必要があります。
・バランスのよい食生活を実践でき
るよう、学校の教育活動全体で継続
的に取組むとともに、家庭との連携
を更に強めることが必要です。
・学校給食における食物アレルギー
対応については、研修会の充実や関
係機関との一層の連携に努めること
が必要です。
・地場産の野菜や果物は天候等に左
右されやすく、数量の確保が難しい
こともありますが、生産者団体等と
調整を図りながら、地場産の食材の
品目及び使用を増やしていきます。
・調理従事者の衛生管理の知識の向
上を図るため、衛生に関する研修会
を実施し、安全な給食の提供を行い
ます。
・東中学校、宮内中学校に計画的に
自校方式の給食調理場を整備しま
す。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○性に関する指導の推進

・担任、保健体育科教員、保健主
事、養護教諭等、学校保健担当者へ
の研修の実施や情報提供などによ
り、子どもたちの心と体のバランス
に配慮した性に関する指導に努め、
性感染症の理解や予防、適切な行動
選択への意識啓発を図ります。

・県主催の研修等に教員を派遣するとともに、その内容について
体育主任会や学校保健担当者会議等で伝達し、各小・中学校で児
童生徒の実態や発達段階に応じた性に関する指導を進めました。
（「性に関する指導」指導者研修会１人、「性に関する指導」
〔保健体育〕授業研究会１人）

体
育

・担任、保健体育科教員、保健主事、
養護教諭等、学校保健担当者への情報
提供や研修の実施などにより、児童生
徒の実態に応じて、心と体のバランス
に配慮した指導を計画的に行うことが
できました。

・指導力の向上を図るため、学校保
健担当者教員の研修会への積極的な
派遣を進める必要があります。

○喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の推進

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関す
る啓発資料の活用等を図り、教職員
の意識啓発に努めます。

・県主催の研修会に教員を派遣し、参加者をとおして所属校に内
容や資料を周知伝達するように努めました。（薬物乱用防止教室
研修会５人、薬物乱用防止教育研修会３人）
・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する視聴覚教材（教育ビデオ・
ＤＶＤ等）について、学校へ貸出しができるように整備しまし
た。

体
育

・保健学習を中心に、一方的な知識
の伝達ではなく、児童生徒が自ら考
え、適切な判断ができるような指導
を推進します。

・児童生徒の興味・関心を引き出すことができる分かりやすい資
料、視聴覚教材、体験的活動を取り入れるなど、指導方法の工夫
を行いました。

体
育

・児童生徒の発達段階に応じて、学
校・家庭・地域及び関係機関とが連
携し、効果的な薬物乱用防止教室を
実施します。

・各小・中学校において埼玉県警の非行防止班や保健所の薬物乱
用防止指導員等を講師として、薬物乱用防止教室を開催しまし
た。なお、小学校では高学年を対象として、中学校では全校生徒
を対象として行われ、全小・中学校で約２００人の保護者等が参
加しました。

体
育

施策７　運動習慣の形成と体力向上の推進 P48

○「教育に関する３つの達成目標」（体力）の推進

・「体力」達成目標について、児童
生徒一人一人の体力向上目標値を設
定し、学校・家庭・地域が連携し、
体力向上に取り組みます。

・新体力テスト（５月実施）の個人結果を児童生徒及び保護者に
知らせることによって、自分の体力に応じた目標、課題を設定
し、達成に向けた取組みができるようにしました。
・総合評価で上位３ランク（Ａ、Ｂ、Ｃ）の割合が小学校８２．
９％、中学校８４．８％となり、県平均（小学校８０．８％、中
学校８４．５％）を上回りました。

体
育

・体力プロフィールを活用し、児童生
徒一人一人が体力向上目標値を設定
し、その達成に向けた取組を体育・保
健体育の授業を中心に学校の教育活動
全体をとおして行うことができまし
た。

・児童生徒の体力向上に向けた取組
を、家庭や地域と連携して実施して
いく必要があります。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止につい
て、児童生徒のみならず、保護者や
地域の方の意識を啓発していく必要
があります。

・指導方法を工夫し、保健学習の充実
を図るとともに、各小・中学校におい
て薬物乱用防止教室を実施することに
より、喫煙、飲酒、薬物乱用などの行
為は健康を損う原因となることの意識
付けが図られました。

24



25

事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○学校体育の充実

・体力向上推進委員会において、児
童生徒の体力の現状と課題を明確に
するとともに、具体的な解決策を検
討し、各小・中学校での実践、検証
に生かします。

・北本市の児童生徒の体力の現状や各小・中学校での実践につい
て情報の共有を図るため、体力向上推進委員会を開催しました。
（３回開催）
・児童生徒の体力の向上を図るため、新体力テストの結果をもと
に、各小・中学校の体力の実態を分析して、課題を明確にし、具
体的な策を講じるよう努めました。
（西中学校、東中学校：県体力向上優良校受賞）
・次年度以降の参考資料とするため、各小・中学校での体力向上
に係る実践について、体力向上冊子にまとめました。

体
育

・体力向上推進校において、体力向
上のための研究実践を推進し、その
成果を市内の学校に広めます。

・健康の増進と体力の向上に努める児童生徒の育成を目指して、
西小学校及び東小学校を研究推進校に委嘱し、学校の教育活動全
体を通じた研究実践に取り組みました。
・体育及び保健体育科の授業改善や体育活動の充実、環境整備を
行うなど、研究を推進し、研究授業や研究紀要における発表等を
とおしてその成果を市内外の学校に広めました。

体
育

・体育の授業研究会を開催するとと
もに、教員の専門的な指導力を高め
るための講演会や講習会を充実しま
す。また、県教育委員会等が開催す
る講習会へ教職員を派遣します。

・体力向上に関する研究推進校の研究発表会（１１月、８０人参
加）や小学校体育授業研究会、各小・中学校の授業研究会におい
て、研究授業及び研究協議会を行いました。
・教職員の意識の高揚を図るため、講習会（マット運動：６月、
１８人参加）及び体力向上推進のための講演会（８月、３１人参
加、講師　県体力課題解決研究校委嘱校である鴻巣市立東小学校
高野校長）を開催するとともに、体育指導・体力向上等に係る
リーフレットを作成し、配布しました。
・小学校教員を体つくり運動系・器械運動系・陸上運動系・ボー
ル運動系・水泳系の各領域の講習会に派遣（延べ５人派遣）する
とともに、中学校教員を水泳・ダンス・剣道の講習会に派遣（延
べ３人派遣）しました。
・小学校において、体育授業での指導力を高めるため、実技指導
者講習会に参加した教員を指導者として、北本市実技指導講習会
を実施しました。（水泳系：６月、１９人参加　体つくり運動
系・器械運動系・陸上運動系・ボール運動系・水泳系：８月、３
８人参加）

体
育

・水泳や中学校武道などの体育授業
に地域の人材を活用し、専門的な技
術指導の充実を図ります。

・武道の基礎基本の定着と安全管理の徹底を図るため、市内３中
学校の保健体育科における武道の授業において、経験豊かな外部
の専門的指導者を活用し、ティームティーチング等、複数体制に
よる指導を行いました。（外部指導者延べ６８人派遣、北本中・
東中・西中で柔道の授業を計３３回実施）

体
育

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・体力向上推進委員会を活用し、各
小・中学校の取組を充実させるととも
に、研究推進校の研究発表や授業研究
会をとおして教員の指導力を高めるこ
とにより、児童生徒の体力を向上させ
ることができました。

・引き続き、児童生徒の体力の向上
を図るため、新体力テストの結果を
もとに、各小・中学校の課題を明確
にし、具体的な策を講じていく必要
があります。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○体育的活動の充実及び外遊びの奨励

・体を動かす心地良さや友達と交流
する楽しさを実感できる体育的行事
を充実させるとともに、休み時間の
外遊びを奨励します。

・市内全小学校の小学校６年生全員が参加する、球技大会（バス
ケットボール、５月）及び体育大会（陸上競技、１０月）を実施
しました。
・朝マラソンや縄跳び大会、ドッジボール大会、球技大会、持久
走大会、強歩大会など各小・中学校の実態に応じた取組を実施す
るとともに、自校の体力的な課題の解決となる運動や基礎的基本
的な動きが身に付く運動、仲間と交流する運動などを取り入れ
た、業前運動や体育朝会を各小・中学校において実施しました。

体
育

・球技大会及び体育大会をとおして、
市内全小学校の小学校６年生がスポー
ツに親しみながら体を動かす心地よさ
に触れ、仲間と交流する楽しさを味わ
うことができました。
・各小・中学校の取組みにより、児童
生徒の運動に親しむ場や機会が増えて
きました。

・各小・中学校において、体力的な
課題の解決となる補強運動の実施や
体育的活動の充実を図る必要があり
ます。

○運動部活動の充実

・中学校運動部活動の指導の充実を
図るために、外部指導者を活用する
とともに、運動部活動の顧問を県教
育委員会等主催の実技指導者講習会
に積極的に派遣します。

・各中学校の部活動に対して、専門的技能を有する地域の人材を
外部指導員として派遣し、教育活動の一環として顧問教師の指導
に対し技能面での援助を行いました。（派遣運動部数２７部、外
部指導者２９人、指導回数１，３３９回）
・中学校教員を県主催の中学校運動部活動指導者講習会（サッ
カー、１人参加）へ派遣しました。

体
育

・学校の実態などに応じて、近隣の
学校と合同で運動部を組織する複数
校合同部活動の取組を支援します。

・西中学校野球部の部員数が尐なかったため、鴻巣市立鴻巣南中
学校と合同チームを編成し、大会に参加しました（第２０回記念
１５Ｕ埼玉県ＫＢ野球大会）

体
育

・夏休み期間等において、小学校６
年生の部活動体験を実施し、児童の
部活動に対する関心及び意欲を高め
ます。

・小学生の中学校の部活動に対する興味や関心を高めるため、各
中学校において、夏季休業日中に校区の小学校６年生を対象とし
た部活動体験及び部活動見学会を実施しました。（７～８月）

学
教

○児童対象の運動教室の開催

・器械体操や陸上競技、水泳等の専
門家を講師に招き、児童の運動に対
する興味・関心を高めるとともに、
基礎・基本の定着を図ります。

・運動への意欲と技能の向上を図るため、オリンピックメダリス
ト水島宏一氏を含め８名を講師として招き、第８回運動教室「楽
しみながら挑戦しようマット運動教室」を開催しました。（６
月、参加１０６人（小３～小６児童））
・石戸小学校と北小学校のプールを各２日、計４日間開放し、各
日の午前・午後に北本市水泳連盟の指導者を招いて水泳教室を実
施しました。（児童延べ７５人参加）

体
育

・マット運動教室では、専門家による
指導により、児童が楽しみながら活動
し、興味関心を高めるとともに、前転
や後転、側方倒立回転などの技を習得
させることができました。

・今後も内容や回数等を検討し、専
門家を講師に招いて運動教室を実施
していきます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性

・運動部活動では生徒が主体的に活動
し、全国大会や関東大会に出場する部
活もありました。

・中学校運動部活動等の加入率８割
を目指します。（平成２５年度は、
７７．８％）

計
画
書
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策８　安全教育の推進と安全管理の徹底 P50

○交通安全の推進

・通学路の安全点検と学校ボラン
ティア等と連携した登下校時の安全
指導、定期的な安全点検をはじめ、
保護者と連携しての点検等をきめ細
かに実施し、改善します。

・各小・中学校で通学路の緊急合同点検を実施するとともに、当
該点検で確認した改善すべき箇所について、関係部署と連携し、
対策を計画し、可能な箇所から改善に着手しました。

学
教

・児童生徒の身近な通学路を含む地
域安全マップを作成し、授業で活用
することにより、地域の状況を再確
認し、交通安全の意識を高めます。

・児童生徒の交通安全の意識の向上を図るため、各小・中学校に
おいて地域安全マップを作成しました。特に西中学校では安全
マップを拡大して、廊下に掲示し、危険個所の周知だけでなく、
生徒の安全意識の高揚を図りました。

学
教

・児童生徒が自転車の正しい乗り方
や走行について学ぶための交通安全
教室を実施します。

・自転車の正しい乗り方等を学習するため、各小学校において自
転車安全教室を実施（１学期）するとともに、各中学校において
自転車登校の生徒を対象に安全点検や交通安全指導を実施しまし
た。

学
教

○災害安全（防災）の推進

・災害時に適切な行動を取ることが
できるような児童生徒の育成を目指
し、避難訓練を充実します。

・災害時に適切かつ安全に避難できるよう、各小・中学校におい
て、避難訓練を実施しました。（各小・中学校３回実施）

学
教

・北本市危機管理指針との整合性を
図り、様々な災害を想定した防災マ
ニュアルの見直しと充実を図りま
す。

・各小・中学校において、児童生徒が帰宅困難な場合を想定した
対応や保護者への引き渡しなどの緊急災害時の対応について確認
をするとともに、その対応の見直しを図りました。

学
教

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
施
策

・各小・中学校で安全マップを作成す
ることで、危険個所を児童生徒に周知
して、事故防止の意識を高める事がで
きました。また、学校ボランティア等
の登下校指導の協力により安全に登下
校ができるようになりました。

・交通安全教育を着実に推進し、交
通ルールの遵守とマナーの向上を高
めていく必要があります。

・各小・中学校で避難訓練を実施する
ことで、災害時に安全に避難できる意
識が高まりました。また、児童生徒が
帰宅困難な場合を想定した対応や保護
者への引き渡しを確認することで対応
についての見直しを行うことができま
した。

・各小・中学校での避難訓練につい
て、児童生徒が災害時に避難する場
合の避難経路の確認や避難方法はあ
らゆる場合を想定して実施する必要
があります。

計
画
書



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○生活安全の推進

・教職員の危機管理意識を高めるた
めの研修を実施します。

・教職員の危機管理意識を高めるため、各小・中学校の安全教育
担当者が県主催の学校安全教育指導者研修会（７月、１２人参
加）に参加し、その内容を共有するために、校内研修などを実施
しました。

学
教

・防犯教室の実施により、緊急時に
おける教職員及び児童生徒の対応を
指導します。

・児童生徒及び教職員の防犯意識の向上を図るため、東中学校に
おいて、管内警察署に協力を得て、防犯教室を実施しました。
（７月）

学
教

・施設設備の点検・改修を行うとと
もに、危機管理マニュアルの作成と
見直しを行います。

・各小・中学校において、毎月、施設設備の安全点検を実施しま
した。また、緊急時の対応に備えるため、危機管理マニュアルを
作成しました。

学
教

・不審者対応等、学校・家庭・地域
が連携した児童生徒の安全確保を徹
底します。

・不審者情報があったときに、各小・中学校にＦＡＸ等で情報提
供をし、児童生徒のみならず、保護者への情報提供や周知を各
小・中学校に指導しました。

学
教

・あんしんまちづくり学校パトロー
ル隊（スクールガード）の活動を推
進します。

・各小学校にスクールガードリーダーを配置する（各小学校１
人）とともに、スクールガードリーダーの資質向上を図るため、
スクールガードリーダー研修会を実施（５月、２回開催）しまし
た。

学
教

・通学路の指定、帰宅が遅い時の安
全確保などの児童生徒への指導を徹
底します。

・児童生徒の登下校時の安全を確保するため、教育委員会事務局
と各小・中学校により、通学路の合同点検を実施しました。
・各小・中学校において、各学期の始業式や終業式で、安全指導
の話を入れ、児童生徒の登下校の際の交通安全や防犯意識の啓発
を図りました。

学
教

計
画
書

・日頃から教職員の危機管理を高める
ための研修を実施することで、教職員
の危機管理を高める事ができました。
また、ＩＳＳ認証に向けた取組を市内
２校をモデル校として推進し、その成
果を市内各校で共有することができま
した。地域や保護者と連携して校区内
をパトロールすることで、学校・家
庭・地域が連携して児童生徒を見守る
体制を整備することができました。

・今後も全児童生徒が将来にわたっ
て自らの及び周囲の人々の安全を守
る危機管理意識を醸成し、いざとい
うときに的確な行動ができる能力を
はぐくんでいくことが必要です。そ
のために国際認証制度であるＩＳＳ
の取組をモデル校を中心に全小・中
学校で実施し、安全な学校づくりと
児童生徒の危機管理能力の育成を図
ります。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性

＊ ＩＳＳ ・・・ （体及び心の）ケガ及びその原因となる事故、いじめ、暴力を予防することによって、安全で健やかな学校づくりを進め、また児童生徒が中心となって活動することで、自ら

の安全を守る意識、能力を高めていくことを目指す活動に対する国際認証取得を目指す活動をいう。International Safe School の略。

＊
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　　　　施策１　地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進

　　　　施策２　教職員の資質の向上

　　　　施策３　教育環境の整備・充実

　　　　施策４　学校経営の改革推進

　　　　施策５　異校種間連携や小中一貫教育の推進

基本目標Ⅲ
質の高い学校教育の推進

　学校教育に対する社会や保護者の期待は近年より高まっています。その期待に応えるべく、質の高い学校が求められていま
す。そこには個々の教員の力はもとより、学校としての組織力が重要です。今、学校運営の核となる校長のリーダーシップの
下、教職員が一丸となって質の高い学校教育の推進に取り組みます。
　また、地域に開かれた特色ある信頼される学校づくりを一層推進するため、学校選択制の改善を図ります。
　さらに、異校種間のなめらかな接続を目指し、幼・保・小の連携を推進します。
　また、小・中学校の９年間を見通した学びの連続の中で、系統的な教育課程の実施や児童生徒・教員の交流を深める小中一貫
教育を推進します。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策１　地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 P53

〇学校協議会、学校外部評価委員会の効果的な活用

・保護者、教職員、地域の有識者や
企業、関係機関や団体の代表などで
組織する学校協議会で、児童生徒の
健全育成、学校教育の充実、学校・
家庭・地域の連携などについて協議
し、学校教育のより一層の充実と発
展を図ります。

・学校教育の充実、学校・家庭・地域の連携などについて各学校
で協議するため、各小・中学校で保護者や地域の代表、教員で構
成される学校協議会を開催しました。（各小・中学校３回程度開
催）

学
教

・各小・中学校が、教育活動等の成
果を検証し、より良い教育活動の提
供や組織的・継続的な改善を図るた
め、学校外部評価委員会を設置し、
外部評価を実施します。

・学校運営等について協議するとともに、学校評価を基づき学校
の教育活動等の成果を検証し、教育の一層の充実と改善を図るた
め、各小・中学校で保護者や地域の代表で構成される外部評価委
員会を開催しました。（各小・中学校３回程度開催）

学
教

○教育課程の積極的な公開と学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

・教育課程の計画・実施・評価の段
階を積極的に公開し、学校としての
説明責任を果たします。

・各小・中学校においてシラバスを保護者等に公開するととも
に、学校評価をとおして、教育課程の計画・実施についての評価
を行い、その評価結果を公開しました。

学
教

・各小・中学校においてシラバスの公
開や学校評価を公表することにより開
かれた学校経営を推進することができ
ました。

・シラバスの形式や教育課程の公開
方法（学校公開日など）においても
小中連携、小中一貫教育の視点を盛
り込んでいきます。

〇学校の特色を生かした学力向上・生徒指導対策の推進

・地域に開かれた学校づくりのため
の教育環境を整えます。

・保護者や地域の方との連携を深めるとともに、開かれた学校づ
くりを行うため、各小・中学校において、学校公開及び親子ボラ
ンティア活動を実施するとともに、学校応援団との連携を図りま
した。

学
教

・豊かな心をはぐくむための体験活
動の充実を図ります。

・児童生徒の豊かな心をはぐくむため、体験農園（各小学校）や
学校ファーム（各小・中学校）での農業体験、総合的な学習の時
間での地域の方とのふれあい活動（各小・中学校）、自然体験学
習（各小・中学校）を行いました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

・学校協議会、外部評価委員会を計画
的に実施し、各委員から学校の教育活
動の取組について意見や助言をいただ
き、各小・中学校の教育活動の向上、
発展を図ることができました。
・学校の自己評価をもとに外部評価委
員会に学校の教育活動を評価していた
だき、次年度の学校経営や教育活動の
方策の改善を図ることができました。

・学校協議員、外部評価委員の両方
を兼ねている方や再任用の方が多い
ことから、より多くの協力者の確保
について各学校に働きかけていきま
す。

・各小・中学校とも新学習指導要領の
改訂の趣旨を理解し、各小・中学校が
創意工夫し、教育環境の整備や体験活
動の充実を図ることができました。

・授業時数の確保、行事の精選を行
い、適切な教育課程となるよう各
小・中学校へ指導していきます。

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

＊

＊ シラバス ・・・ 各小・中学校で作成する、教科の年間授業時数、各学期及び各期間の大まかな学習内容、評価の観点並びに評価方法が示された学校の授業計画をいう。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

〇ホームページ等を利用した情報発信の推進

・小・中学校において、自校を紹介
するホームページを更新します。

・各小・中学校において、児童生徒の活動状況が分かるよう、
ホームページを作成し、更新することにより、学校情報の情報発
信を行いました。

学
教

・保護者や地域に対して学校の活動
に係る情報を発信することで、学校
運営の改善を図ります。

・各小・中学校において、学校だよりや学年だよりを定期的に発
行し、保護者や地域に向けて情報を発信しました。
・開かれた学校づくりを推進するため、各小・中学校において学
校公開を行いました。（各小・中学校３回程度実施）

学
教

施策２　教職員の資質の向上 P55

○教職員研修の充実

・各小・中学校の教職員間での研修
を推進し、教職員相互の連携と授業
力を高めます。

・教職員相互の連携と授業力を高めるため、各中学校区での小中
連携・小中一貫教育に係る合同研修会及び小・中学校の教員の相
互授業参観（各小・中学校１～２回開催）を開催するとともに、
小中一貫教育により小学校教員が中学校（７人）に、中学校教員
が小学校（７人）に兼務しました。

学
教

・若手教職員研修や教員のライフス
テージに応じた研修など、教職員の
年齢や経験に応じた研修を充実さ
せ、指導力及び資質の向上を図りま
す。

・教職員の指導力及び資質の向上を図るため、若手教員のための
教師力ビルドアップセミナーを実施（５月５回、６月４回、７月
１回、８月３回、１０月２回、１１月２回、延べ３４０人参加）
するとともに、学校の中核となる教員を対象とする学びジョン研
修会を実施（６月１回、８月２回、１１月１回、１月２回、延べ
１４４人参加）しました。

学
教

・市立教育センターにおける教職員
に係る各種研修会の充実を図りま
す。

・教職員の資質向上を図るため、市立教育センターにおいて、若
手教員研修会（８月１回、２月に２回、延べ４０人参加）及び生
徒指導教育相談中級研修会（７月２回、８月２回、延べ４０人参
加）を実施しました。

学
教

○教職員の人事交流の推進

・広域的かつ計画的な人事交流を推
進し、教員の資質の向上を図りま
す。

・学校の活性化と教職員の資質の向上を図るため、当初人事方針
に係る計画を定め、転補、転任を行うなど、他市町と積極的に広
域的かつ計画的な人事交流を実施しました。

学
教

・教職員の小・中学校の人事交流や
兼務を推進し、指導力の向上を図り
ます。

・教職員の人事交流を行うことにより教員の指導力の向上を図る
ため、小学校教員１人をＪプランにより新たに中学校に転補する
とともに、小中一貫教育に係る教員（７人）や生徒指導対応教諭
（２人）の兼務教員を配置しました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・小・中学校間の教職員合同の研修会
や相互授業参観を実施することによ
り、小中連携、小中一貫教育の推進を
図ることができました。
・教師力ビルドアップセミナーや学び
ジョン研修会、若手教員研修会を実施
することにより、教職員の資質や能力
の向上を総合的に図ることができまし
た。

・教職員の年齢構成において若手と
ベテランの二極化が顕著になってい
ることから、ベテランの経験と指導
力を活かした若手教員の育成を図り
ます。

・人事方針に基づき計画的な人事交流
を推進することにより、教職員の資質
の向上と学校の活性化を図ることがで
きました。
・小中一貫教育の推進を図る兼務教員
や生徒指導対応教諭の発令、Ｊプラン
教員の配置により、中学校区における
課題の共有とその解決に一定の成果が
認められました。

・退職者の増加により新採用教員が
増加していることから、今後の教職
員の年齢構成や教員の資質向上を十
分配慮した人事交流を図ります。

・各小・中学校においてホームページ
を定期的に更新するよう努め、積極的
に情報を発信するようになってきまし
た。

・学校間において更新の頻度にばら
つきがあるので、市内どの学校にお
いても定期的な情報発信を進めてい
きます。

＊

＊ Ｊプラン ・・・ 小学校と中学校のスムーズな橋渡しを行うための施策として県が行う「埼玉県公立小・中学校教員人事交流」をいう。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○教職員事故防止の徹底

・教職員事故防止に向けて研修会の
実施やポスター作成等の啓発活動を
行い、意識の向上を図ります。

・教職員の意識の向上を図るため、教職員事故防止強化期間を設
け、各小・中学校で研修会を実施しました。（１０月に１校、１
１月に１１校、教職員３０２人参加）
・倫理確立に係る委員会において事故防止チェックリストを作成
し、教職員事故防止に向けて啓発活動を行いました。

学
教

・教職員の倫理確立に係る委員会を
活性化させ、実効性を高めます。

・教職員の意識の向上を図るため、各小・中学校で倫理確立に係
る委員会を組織し、計画的に開催し（各小・中学校１０回程
度）、教職員事故防止に向けてスローガンやポスター作成等の啓
発活動を行いました。

学
教

○学校衛生管理の充実

・衛生推進者研修会の開催等によ
り、衛生推進者の資質の向上を図る
とともに、学校における労働安全衛
生管理体制の充実を図ります。

・衛生推進者の資質の向上を図るため、公立学校共済組合関東中
央病院　卜部氏を講師として招き、北本市立小・中学校衛生管理
者等研修会を実施しました。（１２月、１４人参加）
・県主催のメンタルヘルス研修会に管理職（１２人）を、心の健
康講座に教職員（２４人）を派遣し、参加者をとおして所属校に
おいて、その内容の共有を図りました。

体
育

・教職員の健康診断結果への適切な
指導、悩みを共有できる職場づくり
等を推進するとともに、県などの関
連機関との連携をとおして、教職員
の心身の健康管理に努めます。

・各小・中学校において、学校医（健康管理医）と連携を図り、
教職員の健康診断結果について適切な指導を受けられる機会を設
定するとともに、悩みを共有できる職場づくりに努めました。

体
育

施策３　教育環境の整備・充実 P57

○学校施設の耐震・大規模改修の推進　

・耐震性に問題がある校舎及び体育
館の耐震補強工事を実施します。

・小学校については、栄小学校校舎Ｂ棟、北小学校校舎Ｂ棟、東
小学校屋内運動場、東小学校給食室の耐震補強・大規模改修工事
を、中学校については、宮内中学校校舎Ａ棟（北棟）の耐震補
強・大規模改修工事を国の有利な交付金制度を利用して実施しま
した。

教
総

・老朽化の著しい校舎について、大
規模改修工事を実施します。

上記に含む。
教
総

・学校施設の耐震・大規模改修の実
施に伴い、空調設備の設置を推進し
ます。

・小・中学校校舎等の耐震補強・大規模改修工事に併せて、計１
８１台の空調設備を新規に設置しました。

教
総

・耐震性が不足している小・中学校の
校舎４棟、屋内運動場１棟の耐震補強
工事を実施した結果年度末における耐
震化率を１００％にまで高めることが
できました。また、耐震補強工事と併
せて大規模改修工事を実施し、老朽化
の著しかったトイレ等の水周りの改修
と、普通教室、特別教室へ空調設備の
設置を行い、教育環境の整備を図るこ
とができました。

・耐震性能が不足していた校舎すべ
ての耐震補強工事が完了し、耐震化
率１００％となりました。
・小・中学校の普通教室の空調設備
設置率１００％となりました。

・教職員事故防止研修会や倫理確立に
係る委員会を中心とした事故防止の取
組を実施することにより、教職員事故
の未然防止のための組織的な活動が着
実に取り組まれました。

・教職員事故無事故を目指し、教職
員一人一人の教育公務員としての自
覚と責任を高める取組を継続してい
きます。

・北本市立小・中学校安全衛生管理規
程に基づき、労働安全衛生管理体制の
整備・充実を図ることができました。

・引き続き、衛生管理者等研修会を
開催し、衛生推進者の資質の向上を
図っていきます。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

32



33

事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○学校施設の有効活用の推進

・放課後の教室で放課後子ども教室
を実施します。

・子ども達が地域社会の中で心豊かに健やかにはぐくまれるよ
う、地域のボランティアの協力のもと、小学校の地域活動室等を
利用して、放課後に自主的な学習活動や体験活動、スポーツ活動
などを行いました。なお、平成２５年度は、前年度までに実施し
ていた西小学校、南小学校、東小学校、中丸小学校、石戸小学校
の５校に加え、北小学校で新規に開設しました。

生
学

・小学校の地域活動室等で放課後子ど
も教室を実施することにより、子ども
達の健全育成を図るとともに、学校施
設を有効活用することができました。

・放課後子ども教室の未開設校にお
ける新規開設に向けて、活動拠点と
なる部屋の確保について学校と調整
を図る必要があります。

○オープンスペースを活用した新しい学習形態の工夫・研究

・開放的な、明るい施設を用いて、
子どもたちの元気な活動を活性化さ
せます。

・各小・中学校の施設において、学習形態の必要性に合わせオー
プンスペースを活用する学習にするなど、状況に応じて、適切な
指導と主体的な活動が行われました。（具体例：南小の総合的な
学習の時間、低学年の音楽の授業、国語の群読、中丸東小学校の
総合的な学習の時間）

学
教

・各小・中学校が工夫を凝らし、現在
ある余裕教室やオープンスペースを活
用し、動的な学習を取り入れるように
なってきました。

・ねらいや目的に沿った活動となる
よう年間指導計画を見直し、適切に
取り入れていきます。

○高等学校等の入学準備金貸付事業の推進

・経済的な支援を必要とする家庭に
対し、高校、大学等の入学金を無利
子で貸し付けることで、就学の機会
を得やすくします。

・入学準備金について、高校進学貸付２件、大学等進学貸付６
件、合計２，８００，０００円の貸付を行いました。
・入学準備金貸付事業について、市の広報紙により周知を行いま
した。（１１月号）

学
教

・入学準備金の貸付により、経済的支
援を必要とする家庭に対し、進学に係
る支出の支援を行うことができまし
た。

・貸付について、今後も広報による
周知を行います。
・貸付金の回収については、返済滞
納している家庭への勧奨を積極的に
行います。

○幼稚園就園奨励費補助事業の推進

・幼稚園への就園に係る費用負担を
軽減することで、幼児の就園を推奨
します。

・幼稚園に係る入園料及び保育料を補助対象として、１，０４９
人に対して８３，６７８，３００円を支給しました。
・幼稚園就園奨励費補助事業について、市の広報紙により周知を
行いました。（６月号）

学
教

・幼稚園就園奨励費の支給により、入
園料及び保育料の保護者負担の軽減を
図ることができました。

・今後も広報紙及び市ホームページ
による周知を行います。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策４　学校経営の改革推進 P59

○学校の組織体制の整備・充実

・校長は、学校経営のビジョンを明
確に提示し、教職員の共通理解のも
と、リーダーシップを発揮した学校
経営を推進します。

・教職員の共通理解のもと、校長がリーダーシップを発揮し、特
色ある学校経営を推進するため、各学校長が学校教育目標の具現
化のための具体策を示した学校運営計画及び各学校の特色ある取
組を示したグランドデザインを作成し、教職員に明示し、目標等
の共有を図りました。

学
教

・校長と教頭を中心に教職員集団を
とりまとめる主幹教諭や中堅教職員
などのミドルリーダーの育成を支援
します。

・責任ある役職を任せることでリーダーの自覚を高めるため、中
学校に主幹教諭（４名）を配置するとともに中堅教職員などを校
務分掌の主担当とし、力量を発揮できるよう校長や教頭にミドル
リーダーの育成を促しました。

学
教

○学校運営に係る情報公開の推進

・学校経営について、保護者等への
情報発信を積極的に行います。

・各小・中学校において、保護者会、学級懇談会、ＰＴＡ総会、
ＰＴＡ役員会等の開催の機会を積極的に活用し、学校経営につい
ての情報発信を行いました。

学
教

・学校公開、学校だより、ホーム
ページ等により、各小・中学校の様
子を発信します。

・各小・中学校において、学校公開日の設定、学校だよりの発
行、ホームページの更新を行い、日々の学校の様子を発信しまし
た。

学
教

○全職員を対象にした人事評価制度の活用

・様々な教育課題の解決に向けて、
すべての教職員の力を結集して目指
す学校像の実現を目指します。

・教職員一人一人が教育課題の解決に向け５月１日を基準日とし
て教科指導、学年・学年経営、生徒指導、その他の校務等の年度
の目標とその方策を立て、１０月１日を基準日として目標を修正
し、２月１日を基準日に達成度の評価と課題の分析を行うととも
に、校長、教頭との面談をとおして校長の目指す学校像の実現に
教職員の力を結集することができました。

学
教

・教職員の職務遂行過程で発揮され
た能力、執務姿勢を正しく評価し、
教職員の育成を図ります。

・１０月１日を基準日に個々の教職員の目標のその方策の中間申
告を行った教職員と中間面談を行い、１２月以降に教頭は教職員
の達成状況申告を評価しました。また、校長が一人一人の教員と
面談を行い、人事評価の結果をフィードバックして、教職員に指
導・助言を行い、教育課題への取組等、職務遂行過程で発揮され
た能力や執務姿勢を評価し、教職員の育成を図りました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・校長が学校経営のビジョンを学校運
営計画やグランドデザインで明確に示
すことで、教職員が共通理解のもとで
一丸となって教育活動を推進すること
ができました。
・学校課題研究や校務分掌において各
小・中学校において主幹教諭や教務主
任、各主任が中心となった組織的な活
動が着実に取り組まれました。

・教職員の年齢構成の二極化が顕著
であることから、今後も主幹教諭や
中堅教職員等のミドルリーダーの育
成を充実させていきます。

・各小・中学校において学校経営につ
いての情報発信や日々の教育活動の様
子を積極的に公開することができまし
た。

・各小・中学校で特色ある情報発信
が行われていることから、継続した
取組をしていきます。

・計画的に着実に人事評価を行うこと
で、教職員が自らの教育活動を評価し
資質の向上を図ることができました。

・各小・中学校の教育課題を明確に
し、目指す学校像の実現に向け、今
後もより丁寧に人事評価制度を活用
していきます。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策５　異校種間連携や小中一貫教育の推進 P61

○異校種間連携の推進

・幼稚園・保育園（所）・小学校相
互、小・中学校の連携を深めること
により小１プロブレムや中１ギャッ
プの解消を目指します。

・幼稚園と小学校、小学校と中学校の職員で小１プロブレムや中
１ギャップを尐しでも減らすことを目的に連絡会議（学期に１回
程度開催）や合同研修会（各小・中学校１回程度開催）を実施し
ました。
・県教委が発行している「３つめばえ」の積極的な活用を行いま
した。

学
教

・研修会を実施し、その中で情報交換
を行い、各幼稚園・保育園（所）・
小・中学校種の現状や課題を相互に理
解し、生活規律や学習規律を接続して
指導することができるようになりまし
た。

・校種間の行事等の関係から、研修
会を開催する日程についての調整が
課題です。

○義務教育９年間を見通した教育活動の推進

・小・中学校で各年代での発達段階
に応じた教育活動を柱に、教員の人
事交流、児童生徒の交流などをとお
し、施設分離型の小中一貫教育を推
進します。

・中学校の教員が小学校に出向いて専門的な授業を実施（西中学
校職員が、石戸小学校で理科の授業を、栄小学校で音楽の授業を
実施）するとともに、小学校の教員が中学校で学級活動の補助や
生徒指導委員会に出席するなどの、人事交流を実施しました。
・南小学校及び西小学校と北本中学校であいさつ運動を一緒に行
うとともに、各中学校において小学生の部活動体験を行うなど、
児童生徒の交流を行いました。
・その結果、市内の不登校児童生徒の割合が、小学校では、０．
３１％（Ｈ２４）→０．１７％（Ｈ２５）に、中学校では、２．
３０％（Ｈ２４）→２．０３％（Ｈ２５）に減尐しました。

学
教

・学校・家庭・地域がそれぞれの立
場から教育活動にかかわり、小・中
学校における義務教育９年間をとお
した指導方法の系統性を図り、児童
生徒の生きる力の育成を図ります。

・西中学校区において、９年間の学びの連続性を重視した小中一
貫教育に係る北本市学校４・３・２制の研究を実施するととも
に、児童生徒の発達段階に応じた生徒指導の共通意識を深め、学
習のシラバスなどを構築しました。

学
教

計
画
書

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性

・小・中学校での発達段階に応じた教
育活動を柱に、教職員の人事交流や児
童生徒の交流などをとおして、９年間
を通した児童生徒理解の浸透、また不
登校児童生徒の減尐など中１ギャップ
の解消を図り、一定の成果を挙げるこ
とができました。

・家庭や地域と連携した教育活動に
おいて、学校通信などを通じた広報
活動を積極的に行い、教育に関心の
低い家庭への啓発に係る工夫が必要
です。



　　　　施策１　家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進

　　　　施策２　地域の教育推進体制の充実

　　　　施策３　子どもの読書活動の推進

　　　　施策４　地域活動室事業と学校応援団の活用の推進

基本目標Ⅳ
家庭・地域の教育力の向上

　基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを身に付けさせることができる家庭づくりを目指して、各種啓発事業の充実
などにより、家庭教育の支援に努めます。また、地域の行事やボランティア活動などへの参加を通じて、地域の一員として子ど
もを育てていくような、地域ぐるみの教育活動を支援します。さらに各学校の「地域活動室」を一層活用し、地域との交流・連
携を深めながら、地域に開かれた学校づくりを推進します。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策１　家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 P64

○家庭教育支援の講座の充実

・家庭の教育力をより向上させるた
め、入学前児童の保護者対象の子育
て講演会等を実施します。

・子どもの発達段階に応じた子育て方法の理解を深めていただく
ため、入学前の子どもを持つ保護者を対象に「新入学児童をもつ
親としての心がまえ」などに関する子育て講座を開催しました。
（１０月～２月、各小中学１回の計１２回開催、延べ１０００人
程度参加）

生
学

・小学校の就学時健診に合わせて、子
育て講座を実施し、多くの保護者に講
座を受けていただくことにより、子ど
もの発達段階に応じた子育て方法の理
解を深める機会を提供することができ
ました。

・子どもの発達段階に応じた子育て
方法をより理解していただくため
に、子育て講座を実施するととも
に、当該講座について保護者のニー
ズを踏まえ、より充実した内容にし
ていくことが重要です。

○ＰＴＡ活動の推進

・教育講演会等、事業の活性化を図
るとともに、各小・中学校のＰＴＡ
が相互に情報交換し、協力できるよ
う、北本市ＰＴＡ連合会に対する支
援を行います。

・家庭教育講演会「ハートピア２１」を市とＰＴＡとの共催によ
り実施し、会場の提供及び企画・運営の支援をしました。（１２
月、延べ４１５人参加）
・ＰＴＡ会員の資質向上を図るため、各小・中学校のＰＴＡにお
いてテーマを定めて企画・運営する家庭教育学級を委託により実
施しました。（各校３回以上、延べ４５回開催、延べ１，５７８
人参加）
・北本市ＰＴＡ連合会の活動を支援するため、補助金２９０，０
００円を交付しました。

生
学

・事業の共催や委託、補助金の交付な
ど、様々な方法でＰＴＡ活動を支援
し、ＰＴＡ活動の推進を図ることがで
きました。

・より主体的なＰＴＡ活動の推進を
図るため、助言や情報提供等の支援
を充実していく必要があります。

施策２　地域の教育推進体制の充実 P65

○自然体験活動等の推進

・地域性を生かした自然体験活動等
の取組を推進します。

・地域の方の協力を得て、各小学校で田植え、稲刈り、野菜の種
まき等の体験活動を実施しました。

学
教

・地域の方の協力で、農業体験などで
自然とふれあう活動を行い、農業や食
育に興味を持つ児童が見られるように
なりました。

・児童にとって、非常に効果的な事
業ですが、これからも農地の確保と
農業経営者との綿密な打合せが必要
です。

○放課後子ども教室事業の推進

・小学校の余裕教室等を活用し、子
どもたちの安全な居場所を整備する
とともに、地域住民の参画を得て、
子どもたちの活動を支援します。

・子どもたちが地域社会の中で心豊かに健やかにはぐくまれるよ
う、地域のボランティアの協力のもと、小学校の地域活動室等を
利用して、放課後に自主的な学習活動や体験活動、スポーツ活動
などを行いました。なお、平成２５年度は、前年度までに実施し
ていた西小学校、南小学校、東小学校、中丸小学校、石戸小学校
の５校に加え、北小学校で新規に開設しました。

生
学

・各小学校における放課後子ども教室
において、当該学区内の多くの地域の
方々の参画を得て実施することによ
り、多様な活動を行うことができると
ともに、地域の教育推進体制の充実を
図ることができました。

・地域コミュニティ等と密に連携を
図り、事業への理解・関心を深めて
いただき、継続的に地域の方々の参
画を得る必要があります。

基本目標Ⅳ　家庭・地域の教育力の向上

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○青尐年の健全育成活動の促進

・青尐年の健全育成に係る情報交換
会を設けるなど、関係団体の取組を
支援します。

・青尐年関係団体において様々な見地から意見交換を行うため、
連絡調整会議を開催しました。（２回開催）
・県の青尐年非行・被害防止特別強調月間に合わせて、北本駅を
中心に非行防止キャンペーンを実施し、啓発活動を行いました。
（７月３日）

生
学

・連絡調整会議を定期的に実施し、情
報交換を行うことにより、健全育成に
係る知識を深めていただくことができ
ました。
・県の青尐年の非行・被害防止特別強
調月間に合わせて北本駅を中心に非行
防止街頭キャンペーンを実施すること
により、効果的な啓発活動を行うこと
ができました。

・さらに幅広い参加を募り、連絡調
整会議を行うとともに、青尐年の健
全育成の啓発を深めるために非行防
止街頭キャンペーンを行います。

○学校公開の実施

・学校公開の実施をとおして、教育
に対する地域の理解を深め、関心を
高めます。

・学校教育に対しての理解を深めていただくため、各小・中学校
で保護者や地域の方を対象に、児童生徒の様子や学校の環境を公
開する学校公開（各小・中学校年間３回程度）を行いました。

学
教

・学校公開をとおして、「子どもがい
きいきと学習する様子を見ることがで
きた。」という声をいただくなど、学
校の取組を地域に理解してもらうこと
ができました。

・これからも、児童生徒の学ぶ姿や
学校の環境を地域の方に公開し、理
解を求めていくことは大切です。
・学校公開日には、多くの人の出入
りがあるため、児童生徒の安全面を
配慮してくことが必要です。

施策３　子どもの読書活動の推進 P67

○読書に親しむ機会の提供と充実

・おはなし会を定期的に実施すると
ともに、季節毎の各種行事において
ブックトークや読み聞かせを実施し
ます。

・「夏休み小学生のための本の紹介とおはなし会」を開催（８
月、４３人参加）し、小学生を対象としたブックトークやストー
リーテリングを行うとともに、「読書まつり」を開催（１０月、
１４１人参加）した。また、通常のおはなし会（中央図書館　２
２回実施　３６４人参加）を定例的に実施しました。

文
セ
ン

・おすすめ本の展示など、利用者へ
積極的に情報を提供し、読書への動
機付けを促進します。

・中央図書館において、毎月季節に合った図書のテーマ展示（月
毎の季節のテーマ展示　３０冊×１２回）を行うとともに、こど
もの読書週間（４月２３日～５月１３日）、夏休み（７～８
月）、読書まつり（１０月）の期間には、おすすめ本のリストに
掲載している本を内容紹介とともに展示（２６９冊）しました。

文
セ
ン

・子どもの読書活動を推進するため
の講座を開催し、親子で本に親しむ
ための動機付けや機会を設け、子ど
もの読書活動への支援を図ります。

・親子で本に親しむことの大切さへの理解を深めるために、元株
式会社福音館書店社長の松居直氏を講師に招き、「こどもの絵本
の今、むかしそして未来」をテーマに児童文学講座を開催しまし
た。（１２月、１１７人参加）

文
セ
ン

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

・おはなし会や本の展示を行い、利用
者により多くの本を紹介し、本に親し
んでもらう機会を増やすことで、読書
への動機付けが図られました。
・児童文学講座の開催により、本や本
と子どもの関わりに対する理解を深め
てもらい、読書活動をより充実させる
ための支援を行うことができました。

・子どもの読書活動を推進する市民
団体と連携して、より充実したおは
なし会や行事を開催し、子どもが読
書に親しむための動機付けを促進し
ていきます。

課題・方向性
計
画
書
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○読書環境の整備・充実 　

・子どもの発達段階に応じた読書環
境を整えるとともに、気兼ねなく乳
幼児を図書に親しませることができ
る環境づくりを進めるため、こども
図書館の整備・充実を図ります。

・こども向け複合施設に建設しているこども図書館の開館準備に
取り組みました。

文
セ
ン

・児童館と協力しながらこども図書館
の開館準備を着実に行うことができま
した。

・こども図書館について、未就学児
童及び小学校低学年児童が利用しや
すい施設となるよう、取り組みま
す。


施策４　地域活動室事業と学校応援団の活動の推進 P69

○地域活動室事業の推進

・地域活動室の活動に関する周知を
行い、地域住民の参加を促すことで
地域活動室事業の推進を図ります。

・各小・中学校の学校だより等をとおして、地域活動室の活動に
ついて地域の方に周知しました。
・各小・中学校の地域活動室にコーディネーターを設置し、地域
の方の要望を聞き、地域と学校との連絡調整等を行いました。

学
教

・児童生徒が地域活動室を訪問し、
地域住民と交流を深めるなど、地域
活動室における児童生徒と地域住民
との交流を推進します。

・南小学校では、児童が地域活動室に出向き、スポーツ吹き矢の
指導を受けて交流しました。

学
教

○学校応援団の活動の推進

・総合的な学習の時間で地域住民に
ゲストティーチャーとして授業に参
加していただくなど、地域の教育力
の活用を図ります。

・各小・中学校において、地域の方をゲストテーチャーとして、
総合的な学習の時間に昔の生活についての話をしていただきまし
た。

学
教

・保護者や地域住民の挨拶運動、生
徒指導、校舎内外の巡回等への協力
をとおして、子どもの健全な育成を
推進します。

・児童生徒の安全確保するため、保護者や地域の方による登下校
の安全見守り活動や放課後の学区内パトロール等を実施しまし
た。

学
教

・保護者や地域住民の学校清掃活動
や美化活動への参加をとおして、校
内環境の整備を推進します。

・各小・中学校において、ＰＴＡ、親父の会及び学校応援団に、
枝おろし、草刈り、トイレ清掃などに参加していただき、校内環
境の美化が図られました。

学
教

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・学校だより等による地域活動室の地
域住民への周知やコーディネーターに
よる連絡調整等をとおして、地域活動
室事業に係る地域の方の理解の促進が
図られました。

・地域活動室での活動が活発な学校
と利用が進まない学校があることか
ら、よい活動例を地域に示すなどし
て、地域活動室の利用の促進を図り
ます。コーディネーターが多忙で、
学校とコーディネーターの打ち合わ
せる時間を調整するのが難しい課題
があります。

・地域の方による、 豊かな経験を活か
した学習支援、児童生徒が安心して登
下校できるような安全面での支援、心
豊かに学習できるような環境面での支
援など様々な方面から児童生徒の健全
な育成を目指した取組が推進されまし
た。

・これからも子どもたちのよりよい
成長を目指し、学校と学校応援団が
連携を深めていく必要があります。
・県の優れた取組事例などを参考に
事業に取り組みます。



　　　　施策１　生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進

　　　　施策２　学習施設の整備・運営の充実

　　　　施策３　スポーツ活動の推進

　　　　施策４　文化財保護の推進

　　　　施策５　文化芸術活動の推進

基本目標Ⅴ
生涯学習とスポーツの振興

　近年の国際化、高度情報化、尐子・高齢化などの社会の急激な変化や市民の学習意欲の多様化・高度化に対応し、市民の自主
的な学習活動を支援するため、市民と行政が一体となった生涯学習推進体制を構築するとともに、市民が学習成果を生かして、
まちづくりに参加できるよう、生涯を通じた多様な学習活動の振興を図ります。また、地域の長い歴史の中で独自の発展を遂げ
てきた、北本の歴史・伝統・文化を理解し、次の世代に守り伝えるため、貴重な文化財の保存・活用を進めるとともに、市民の
文化活動を支援し、市民自らが参加する新しい文化の創造と振興に努めます。
　さらに、市民の誰もが、それぞれの体力や年齢、興味・関心に応じて、いつでも、どこでも、いつまでも、主体的にスポーツ
活動に取り組むことができるよう、県や関係団体等と連携してそのための機会や情報を提供するとともに、スポーツ尐年団活動
の支援などにより全国レベルの大会で活躍できる選手育成の基盤づくりに努めます。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策１　生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 P72

○生涯学習啓発活動の充実

・市の広報やホームページ等を活用
した、生涯学習啓発活動の充実に努
めます。

・市の広報紙に、市民大学きたもと学苑（６、１２月号）、アマ
チュアバンドフェスティバル（９、２月号）、東洋大学及び筑波
大学の公開講座、市役所出前講座の開催案内を掲載し、その参加
を募りました。
・市のホームページに、市内で活躍するグループ・サークル情報
を掲載しました。また、大学公開講座において、インターネット
による申込を受け付けました。

生
学

・生涯学習関係団体などの情報を掲
載した生涯学習情報誌を発行し、そ
の充実に努めます。

・市民の生涯学習活動への情報提供を行うため、市内で活動する
グループ・サークルの情報、刉行物の案内、各地域学習センター
等の案内をまとめた生涯学習に係る総合的な情報誌を発行（８０
０部作成）し、地域学習センター等の生涯学習拠点施設において
配布しました。

生
学

○学習情報の収集及び提供並びに学習相談体制の整備

・学習情報を収集し、市民や関係団
体へその情報を提供するとともに、
学習に関する相談を行う人財情報バ
ンクの充実に努めます。

・人財情報バンクへの登録者数は、１３３人（前年比３人増）と
なりました。
・人財情報バンクの登録を一覧にした登録情報閲覧簿を作成し、
市内地域学習センター等に設置しました。

生
学

・市民や関係団体からの要望に適合し
た指導者を人財情報バンクから紹介す
ることができました。

・学習情報の収集と人財情報バンク
の更新を行います。

○市民大学きたもと学苑の充実

・市民一人一人がライフスタイルに
合わせて学習機会を選び、体系的・
総合的に学習できる市民大学きたも
と学苑の充実を図ります。

・市民が互いに学び、支え合い、交流を深めるため、市民大学き
たもと学苑の運営に助言と支援を行い、市民の学習機会の拡充を
図りました。(市民大学きたもと学苑、２０６講座、延べ２，１
６３人参加)

生
学

・市民大学きたもと学苑の講座の充
実を図るために、新たな市民教授の
登録を目的とした新規市民教授説明
会を開催します。

・新たな市民教授の登録を促進するため、新規市民教授説明会
を、６月と１２月の計２回開催しました。（延べ３１人参加）

生
学

基本目標Ⅴ　生涯学習とスポーツの振興

・市民大学きたもと学苑やアマチュア
バンドフェスティバル、東洋大学及び
筑波大学の公開講座等の開催案内を、
市の広報紙やホームページに記載し、
市内外に広く周知することができ、そ
れぞれ市民及び市外からの参加者が得
られました。

・広報紙及び市のホームページを利
用した生涯学習啓発活動に努めると
ともに、生涯学習関連講座に係るイ
ンターネットを利用した参加申込を
拡充します。
・生涯学習情報誌を適宜見直し、新
鮮な情報を発信します。

・新しい市民教授の登録もあり、体系
的・総合的に学習できる市民大学きた
もと学苑を開設することができまし
た。

･今後も、新規市民教授説明会を定
期的に開催し、新たな市民教授の登
録を促進するとともに、市民一人一
人がライフスタイルに合わせた学習
機会が選べるような講座開設を検討
します。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○市役所出前講座の開設

・市民団体からの要請に基づき、団
体が主催する学習会に市職員を講師
として派遣する市役所出前講座の充
実を図ります。

・まちづくり関係で１３講座、都市計画関係で６講座、福祉関係
で１１講座、くらし関係で５講座、教育関係で４講座の合計３９
講座を準備し、４件の講座を実施しました。

生
学

・市役所出前講座で、環境・福祉・
防災といった現代的課題をテーマに
した講座を開設します。

・福祉・健康・子育て・くらし・環境などの現代的課題をテーマ
とした講座を１６件準備し、そのうち、５件の講座を実施しまし
た。

生
学

○大学公開講座の充実

・市民に高度で専門的な学習機会を
提供する大学公開講座の充実に努め
ます。

・市民に高度で専門的な学習機会を提供する大学公開講座を実施
しました。　（筑波大学公開講座（４回）、延べ２７５人参加）
（東洋大学公開講座（１回）、７０人参加）

生
学

･文学、理工学、心理学、経済学等の専
門的な学習機会を市民に提供すること
ができました。

・講座参加者からの意見を参考にし
ながら、参加費の負担のない大学公
開講座を実施します。

○国際理解学習・交流事業の推進

・国際理解学習・国際交流の普及奨
励と、国際交流の場の創出を目的と
した国際交流ラウンジ事業を推進し
ます。

・公団地域学習センターにおいて国際交流ラウンジ事業を実施し
ました。　（日本語学習会（３４回開催、延べ４７６人参加））
（全体会議（１１回開催・延べ１８４人参加））（「もっと知ろ
う友達の国」（４回開催、延べ１２２人参加））（外国語入門講
座（８回開催、延べ１１５人参加））（日本語指導ボランティア
養成講座（４回開催、延べ７５人参加））

生
学

・日本語学習会を中心に、国際交流の
場を提供することができました。ま
た、異文化理解の講座や北本まつり宵
祭りへの参加をとおして、市内在住の
外国人と市民とのコミュニケーション
を図ることができました。

・今後も日本語学習会を中心に、国
際交流の普及を目的とした国際ラウ
ンジ事業を推進します。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・まちづくりと行政、都市計画、福
祉・健康・子育て、くらし・環境、教
育・文化のジャンルから３９の講座を
設定し、市民に提供することができま
した。

・今後も市民の関心が高い現代的課
題をテーマとして講座が開設できる
ように関係部署との調整を図ってい
きます。

42



43

事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策２　学習施設の整備・運営の充実 P74

○中央公民館・地域学習センター運営の充実

・だれもが幅広く学ぶ学習機会の充
実を図り、生涯学習への意識を高め
ます。

・高齢者を対象とした学級を、中央公民館や各地域学習センター
で開催しました。（４月～２月、６９回開催、延べ２，８５７人
参加）
・子どもを対象に、夏休みを利用した学習講座を開催しました。
（７月～８月、６回開催、延べ１３１人参加）
・幅広い方々の学習機会の充実を図るため、親子参加の教室や女
性講座などを開催しました。（親子参加の料理教室　７月～２
月、７回開催、延べ２５１人参加）（女性講座　９月～１２月、
１０回開催、延べ２３３人参加）

文
セ
ン

・機能的で利用しやすい施設づくり
を目指して、老朽化している施設設
備を計画的に改修・充実するととも
に、適切な管理運営に努めます。

・中央公民館及び各地域学習センターのエレベーターや消防設備
を修繕し、良好な状態で維持することに努めました。
　【各公民館等の主要修繕】
　中央公民館　文化センター防水補修工事
　中央公民館　スプリンクラー設備改修修繕
　南部公民館　体育室照明器具修繕
　西部公民館　エレベーター主ロープ取替工事
　北部公民館　エレベーター設備交換修繕
　学習センター　自動ドア装置交換修繕
　勤労福祉センター　汚水ポンプ交換工事
　コミュニティセンター　消防設備改修工事

文
セ
ン

○各種文化事業の充実と展開

・地域文化の振興に寄与するため、
本市の文化事業の理念や市民ニーズ
を反映させた自主文化事業を開催し
ます。

・市民が優れた芸術・文化にふれあうことができ、楽しむ機会を
創出するため、サロンコンサートを４回、東京音楽大学提携のコ
ンサートを５回開催し、市民に良質な音楽を提供しました。
・文化センターホールにおいて、東京フィルハーモニー交響楽団
の名曲演奏会（１月）や、仲代達矢主宰無名塾公演「ロミオと
ジュリエット」（２月）を開催しました。

文
セ
ン

・若きピアニストの登竜門として定
着しつつある北本ピアノコンクール
を充実させ、才能ある個性豊かな演
奏家を発掘・育成します。

・才能ある個性豊かな演奏家を発掘し、育成するため、第１０回
北本ピアノコンクールを開催しました。（８月～１０月、延べ７
日間、４１０人参加）

文
セ
ン

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・高齢者学級については、「外出する
きっかけになる、新しいことを学ぶこ
とができた」等の感想が得られるな
ど、高齢者の意欲向上や生涯学習に一
定の成果が認められました。
・女性向けや親子参加の講座を実施す
ることにより、様々な方に向けて生涯
学習の機会を作ることができました。
・消防設備等を修繕することにより、
非常時でも安全に非難できる施設を維
持することができました。

・高齢者学級において、男性の参加
が尐ないため、男性が参加しやすい
ように、講座の充実や募集方法の工
夫が必要です。
・勤労者の学習機会の充実を図るた
めに、休日や夜間の講座など運営方
法に柔軟性を持たせることが課題で
す。
・施設の老朽化が進む中で、効果的
に改修し適切な施設運営ができるよ
う、今後も計画的に改修を行いま
す。

・サロンコンサートにおいて普段聞く
ことのできない楽器（雅楽、尺八な
ど）の演奏会を安価に実施するなど、
市民ニーズを反映した文化事業が着実
に取り組まれました。
・質の高い演劇やコンサートをホール
で行うことにより、住民の文化の向上
を図ることができました。
・北本ピアノコンクールについては、
国内のピアニストに評価され、参加者
の技術の向上がみられるなど、才能あ
る個性豊かな演奏家の育成が図られま
した。

・ホールでの文化事業については、
空席があるなど来場者の増加が課題
であり、周知方法の改善や市民ニー
ズを捉えるなど来場者増加の工夫が
必要です。
・安価で人気の高いサロンコンサー
トのリピーターが、ホールでの文化
事業に来場したくなるような、魅力
ある企画づくりに努めていく必要が
あります。
・ピアノコンクールの参加者が頭打
ちになっており、新たな企画などで
コンクールを充実させ、参加者を増
やすことが課題です。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○野外活動センターの運営の充実

・野外活動や体験活動を行うための
施設として有効活用されるよう、適
切な施設の整備と管理運営に努めま
す。

・安全な施設の維持管理を図るため、施設設備の日常・定期・緊
急点検等を適切に実施し、破損箇所等の修理を迅速に行いまし
た。
・施設看板と車止めの修繕を行いました。

生
学

・野外活動や体験活動を行うための施
設として有効活用されるよう施設設備
の点検及び迅速な修繕に努めました。

･屋根や外壁、風呂やトイレの水周
りに経年劣化による不具合が発生し
ていることから、施設が安全に利用
できるよう日常の点検と適切な修理
を行っていきます。

○視聴覚ライブラリーの運営の効率化

・現在、保有している視聴覚機材・
機器の有効活用を図ります。

・プロジェクター、ビデオソフトなどの視聴覚機材・機器につい
て、常時貸し出しを行いました。（貸出件数　機材：１０７件
ソフト：３４件）

文
セ
ン

・視聴覚機材、機器の常時貸し出しを
行うことにより、学習活動の推進を図
ることができました。

・ソフトの貸出件数が尐ないため、
貸出についての広報活動や、魅力的
なソフトの設置など、貸し出し件数
の向上に努めることが必要です。

○プラネタリウムの運営の充実

・幼稚園等の幼児に対し、豊かな情
操をはぐくむことを目的として実施
する団体投影の内容の充実を図りま
す。

・保育所、幼稚園等の幼児を対象に、幼児向けプログラムの投影
を行いました。（１１団体、延べ２１回投影）

文
セ
ン

・デジタルシステムの機能を十分に
発揮できるような、魅力的な映像番
組を投影します。

・魅力のあるプラネタリウムを目指して、新たにデジタルムー
ビー「宇宙兄弟　～一点のひかり～」「クレヨンしんちゃん　か
すかべ防衛隊　宇宙クイズで勝負だゾ！」の２番組を投影しまし
た。
・番組をより深く理解できるよう、宇宙開発の歴史や最新の宇宙
情報についての短編番組を新たに作成し、デジタルムービーのエ
ントリーとして投影しました。

文
セ
ン

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・幼児向けプログラムを投影すること
で、幼児の宇宙や星座に対する興味を
引き出すことができました。
・短編番組をデジタルムービーのエン
トリーとして投影することで、相乗効
果により番組の理解度を向上させるこ
とができました。

・プラネタリウムについて、デジタ
ルシステムの導入から３年がたち、
来場者が減尐しているため、工夫を
凝らした番組作成により、来場者を
増やすことが課題です。
・一般投影の来場者も伸び悩んでい
るため、インターネットを利用した
広報活動など、市外の人々にもＰＲ
していくことが必要です。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○図書館運営の充実

・市民の読書を支援するとともに、
地域や市民の課題解決に必要な各種
資料や情報の整備・充実に努めま
す。

・窓口、電話等による市民からの各種資料及び情報提供の依頼に
随時対応しました。（レファレンス実績２，５８４件）

文
セ
ン

・中央図書館と公民館図書室との
ネットワークを強化し、利便性の向
上を図るとともに、こども図書館の
整備を推進します。

・中央図書館と南部公民館、西部公民館及び学習センターの図書
室がそれぞれ所蔵する資料を取り寄せるなど、連携を強化するこ
とにより、市民サービス向上に努めました。
・こども向け複合施設に建設しているこども図書館の開館準備に
取り組みました。

文
セ
ン

・おはなし会をはじめ各種行事にお
けるブックトークや読み聞かせを魅
力あるものとし、子どもの読書活動
への支援を推進します。

・「夏休み小学生のための本の紹介とおはなし会」を開催（８
月、４３人参加）し、小学生を対象としたブックトークやストー
リーテリングを行うとともに、「読書まつり」を開催（１０月、
１４１人参加）した。また通常のおはなし会（中央図書館　２２
回実施　３６４人参加）を定例的に実施しました。

文
セ
ン

・視覚障がい者などに対するデイ
ジー図書の貸出サービスを推進しま
す。

・視覚障害者等向けの音声サービスの充実を図るため、日々の新
聞情報や図書館蔵書について、ボランティアの協力を得ながらデ
イジー図書を作成しました。（デイジー図書貸出１，８７４件）

文
セ
ン

施策３　スポーツ活動の推進 P76

○学校体育施設や民間スポーツ施設の活用推進

・スポーツの場を提供するため、学
校体育施設開放連絡協議会と連携
し、小・中学校の体育施設の開放を
推進します。

・学校体育施設開放連絡協議会と連携し、市内各小・中学校の体
育施設（校庭・体育館）を夜間及び休日に市民に開放しました。
（登録団体６９、利用日数１，４９６日、利用件数２，０９６
件、延べ４５，８３２人利用）

体
育

・企業等が所有するスポーツ施設の
市民への開放を促進します。

・スウィン北本スイミングスクールの施設を、夏季期間（８～９
月の計５日間）に会員以外の市民へ開放していただき、夏場のス
ポーツ施設の提供に努めました。（延べ２０人利用）

体
育

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・学校体育施設や市内の民間スポーツ
施設を市民に開放し、スポーツ活動の
場を提供することで、スポーツに取り
組める環境の充実を図ることができま
した。

・学校体育施設開放連絡協議会との
連携を強化し、適切に利用するよう
団体へ周知します。
・市内の企業等が所有するスポーツ
施設を市民へ開放していただくよ
う、働きかけていきます。

・中央図書館と３つの公民館図書室と
の図書の回送が適切に行われ、利用者
の利便性の向上が図られました。
・おはなし会の開催をとおして、子ど
も達により多くの本を紹介すること
で、読書への動機付けが図られまし
た。
・デイジー図書の新規作成により、視
覚障害者の読書の機会の拡大が図られ
ました。

・蔵書を充実させるとともに、近隣
市を含む他の公立図書館との相互貸
借の制度等を活用し充実した読書活
動が行えるよう努めます。
・中央図書館と公民館図書室のネッ
トワークの強化を図り、利便性の向
上に努めていきます。
・共催団体（北本子どもの本を楽し
む会）と連携し、おはなし会や行事
をより充実させていきます。
・継続的にデイジー図書の蔵書点数
を増やして、サービスの充実を目指
します。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○スポーツ活動の充実

・市民のだれもが、それぞれの体力
や年齢、技能、興味・関心に応じ
て、いつでも、どこでも、いつまで
も、主体的にスポーツ活動に取り組
めるよう、県や関係団体などと連携
して、その機会や情報を提供しま
す。

・体育センター、北本市体育協会、北本市レクリエーション協会
の加盟団体等が主催する教室や大会等を市の広報紙に掲載し、市
民へのスポーツ情報の提供に努めました。
・体育センター指定管理者において、各年齢層や技能に応じた教
室を開催しました。（ヨガ、ミニバスケットボール、ミニテニ
ス、バドミントン教室等を３６事業実施、延べ１５，７６２人参
加）

体
育

・スポーツ推進委員等、地域スポー
ツ指導者の資質向上を図るととも
に、各年齢層に合ったスポーツ活動
を推進します。

・参加者の健康増進や世代を超えた交流の促進を目的とし、ラジ
オ体操とウォーキングを開催しました。（６回開催、延べ２２５
人参加）
・子どもから高齢者まで誰でも、気軽に楽しめるニュースポーツ
教室（ディスコン、ファミリーバドミントン、鴨んバレー等）を
開催しました。（５回開催、延べ１２０人参加）
・スポーツ推進委員の資質の向上を図るため、スポーツ推進委員
を各種研修会に派遣しました。（６回、延べ２１人派遣）
・指導者及び保護者を育成するため、スポーツ尐年団の指導者を
対象とした講習会（２回開催、５９人参加）、普通救命講習会
（１８人参加）を実施しました。

体
育

○競技スポーツの基盤づくり

・専門的技能を有する指導者の育
成、スポーツ活動の支援に関する情
報の提供などにより、競技スポーツ
の基盤づくりに努めます。

・全国大会等へ出場した個人・団体に対し、奨励金を交付しまし
た。（５２件、計４６０，０００円）
・市民のうち特に優秀な成績を出した選手について、表彰を行い
ました。（１１人）

体
育

・市内の体育協会やスポーツ尐年団
等への支援をとおして、地域におけ
るスポーツ活動を推進します。

・市民のスポーツ活動を支援するため、各種競技の市長杯大会及
び共催大会を実施（１７回開催）するとともに、体育協会等関係
団体が主催する各種大会等について、名義後援（２１件）をしま
した。

体
育

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・体育センターにおいて、指定管理者
が実施する各種スポーツ教室やトレー
ニング室の運営を通じて、市民のス
ポーツ活動を支援することができまし
た。
・各種教室の講師を務めるスポーツ推
進委員を研修会に派遣し、各委員の資
質の向上及び市民が気軽に参加できる
教室の充実を図ることができました。

・体育センターの指定管理者と連携
して、施設の適正な維持管理を行
い、市民のスポーツ活動を支援して
いきます。
・地域スポーツの活動を推進するた
めには、スポーツ推進委員の活動が
重要になることから、委員の資質の
向上に努めるとともに、様々なス
ポーツ教室を実施していきます。

・全国大会等出場者に対し、奨励金を
交付することや、優秀な成績を出した
選手を表彰することで、スポーツ活動
に対する意欲喚起に繋がりました。

・市内には専門的な資格を保有して
いる優秀な指導者が多数いるため、
市民のニーズを把握し、スポーツ指
導者を派遣する体制を整え、競技ス
ポーツの推進を図ります。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

施策４　文化財保護の推進 P78

○文化財の調査・研究

・デーノタメ遺跡、石戸城跡など後
世に引き継ぐべき貴重な文化財につ
いて、歴史学、考古学、美術史学、
建築学、民俗学等、様々な観点から
の調査・研究を推進していきます。
特に、デーノタメ遺跡出土の漆塗り
縄文土器等については、その価値の
顕在化を図るため専門調査機関にお
いて調査研究を進めます。

・埼玉県選定重要遺跡石戸城跡について、前年度の「石戸城跡保
存管理計画及び整備基本計画」を基に、歴史的価値や学習の場と
しての活用につなげるため「石戸城跡保存整備実施計画書」を策
定しました。また、実施計画策定と同時に石戸城跡内容確認調査
を行い、堀跡、土塁の位置を確認し、その形状の調査を進めまし
た。
・デーノタメ遺跡について、出土遺物の内、木製品２５点につい
て、真空凍結乾燥法による保存処理を行いました。また、漆塗り
縄文土器等について、前年度に引き続き、専門調査機関において
保存処理方法について調査研究を進めました。

生
学

・石戸城跡、デーノタメ遺跡の調査・
研究が順調に進み、次年度以降の事業
につながる成果を挙げることができま
した。

・石戸城跡については、保存整備に
向けて策定した実施計画に基づき、
具体的な整備内容、規模等の実施設
計及び整備工事を実施します。
・デーノタメ遺跡については、前年
度までの調査及び平成２６年度の内
容確認調査を基に、遺跡と区画整理
事業に関わる検討委員会を再開し、
国・県の指導のもと方向性を明確に
します。

○埋蔵文化財調査及び報告書の刉行

・埋蔵文化財包蔵地における開発行
為の際の届出等や事前調査について
の周知徹底に努めるとともに、開発
の内容により発掘調査を実施して埋
蔵文化財の保護を図ります。

・デーノタメ遺跡について、集落の分布や形態を把握するための
内容確認調査を実施しました。
・埋蔵文化財包蔵地での民間開発について、市が受託し発掘調査
を実施し、記録保存、報告書素案に着手しました。（２件）

生
学

・民有地の遺跡についてその保護を
図るとともに、荒廃や自然現象等で
保護が危惧される遺跡について地権
者や地域住民の理解を得て試掘調査
の実施に努めます。また、その調査
の結果について、順次報告書を刉行
します。

・個人住宅の建設、分譲住宅の建設等に伴い、４８件の試掘（範
囲確認調査）を実施し、記録保存を行いました。

生
学

○指定文化財の保存・管理

・市指定文化財について、将来にお
いて良好な状態を維持できるよう適
正な保存・管理に努めます。

・市が管理している文化財の標柱及び説明板のうち、宮内の庚申
塔の説明板の建て替えを行いました。
・石戸蒲ザクラ、エドヒガンザクラ等の植物文化財について、専
門業者に年間管理を委託するとともに、樹勢回復事業として土壌
改良を実施しました。

生
学

・指定以外の文化財について、その
把握に努め、将来保存していくべき
文化財については、市指定文化財に
指定し、保護と活用を図ります。

・新たに市指定文化財に指定した東間の富士塚、荒井の富士塚に
ついて、文化財説明板を設置しました。

生
学

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・文化財保護法に則り、事業者・地権
者と協議・調整を行い、開発事業等に
伴う埋蔵文化財の適切な取扱いに努め
ることで、文化財の保護を図ることが
できました。

・今後も開発事業等に伴う埋蔵文化
財の取扱いについて、文化財保護法
に則り適切に対応していきます。
・試掘及び発掘調査が増加傾向にあ
ることから専門職員（任期付き）の
採用を検討します。

・国、県及び市の指定文化財につい
て、新たに市指定となった２件を始
め、所有者、関係機関と連携を図りな
がら、文化財の適切な保存、管理並び
に公開に努めることができました。

・今後も、地域に潜在している文化
財の調査を実施し、市指定文化財と
して保護し、その活用を図っていき
ます。
・指定文化財は、かなりの年数を経
過したものが多く、早急な修復及び
復元を行う必要があります。



事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○文化財保護思想の啓発

・インターネットによる文化財情報
の公開や市広報・文化財関係誌等へ
の掲載、学校や地域との連携による
体験学習の実施、案内板・説明板の
整備等を図り、より多くの人が文化
財に接することができるよう努めま
す。

・新たに指定した文化財の説明板の整備及び破損した表示看板の
建替えを実施しました。（建替え１件、新設２件）
・学校や地域との連携による体験学習について、小・中学校社会
科支援授業、市役所出前講座、高齢者学級、自治会主催歴史探訪
会等を開催しました。(１６回開催、延べ９８６人参加)

生
学

・学校教育現場や公民館等と連携を図
り、出前講座や体験学習を実施するこ
とで、児童生徒や市民に北本市の歴史
や郷土の文化にふれる機会を提供する
ことができました。

・引き続き、考古資料や民俗資料、
文化財等を活用した出前講座、体験
学習、歴史探訪会等を実施していき
ます。
・参加者が子どもと高齢者に限られ
ているため、他の年齢層向けの新た
な文化財保護啓発事業について、検
討が必要となっています。

○文化財の収集・整理・公開

・市内に残る古民具、古文書、古写
真等の資料について、現状では失わ
れてしまうと考えられるものを積極
的に収集し保護します。

・昭和初期の家具や農具他、３件２０点の古民具を収集しまし
た。
・古文書について、市役所の行政文書を中心に、文書保存箱でお
よそ１７箱を新たに収集し、目録化しました。

生
学

・収集された文化財については、体
系的な整理作業を行い、目録化する
ことで、貸出しや展示などの活用の
利便性を図ります。

　
・古文書資料について、収集地別に文書１点ごとの番号を付し、
内容を読み解き目録化して保管しました。また、市内「田島家」
の古文書について、約２，４００点、さらに市内「清水家」の古
書等約３０点の調査を行い、新たに目録化しました。

生
学

・郷土資料館等の常設展示スペース
を確保し、歴史や文化遺産を活用し
た学習拠点づくりを進めます。

・地域資料を活用した学習支援活動として、市史講座を開催しま
した。(「荒川舟運と高尾河岸」他、全３回、延べ９３人参加、
「信州浅間山焼石砂降並山津波」全９回、延べ１９８人参加)

生
学

○郷土芸能の振興及び後継者の育成

・郷土芸能大会や地域での伝承・普
及活動等、各保存団体の後継者育成
事業を支援するとともに学校教育現
場と連携を図り、郷土芸能保存団体
と交流できる環境を整備し、継続的
な伝承活動につなげます。

・郷土芸能保存団体の広域交流、市外技能発表会等への参加等、
郷土芸能の発展と伝承、後継者育成活動に対し補助金を交付しま
した。（北本市郷土芸能保存団体連合会へ　１８９，０００円）
・後継者育成事業として、第１５回北本市郷土芸能大会を開催し
ました。(出演４団体、招待２団体、来場者３０８人)

生
学

・市広報紙や地域へのポスター掲示な
ど、郷土芸能大会開催の案内を行い、
郷土芸能の保存伝承について周知する
ことができました。
・北本まつりに９団体参加し、特に
「宵まつり」では、駅西口ロータリー
を会場にひっかわせを行い、多くの市
民に郷土芸能の周知を行うことができ
ました。

・学校教育現場との交流について
は、新たに楽器の購入等の費用が発
生します。郷土芸能保存団体は財政
的な基盤が弱いことから、今後、郷
土芸能の保存伝承を継続して支援し
ていくには、補助金の増額や助成事
業の新設が必要となります。

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・古民具の収集や古文書の解読を行
い、失われつつある民俗資料の保存・
整理を図ることができました。
・市内の古文書などの地域資料を活か
した学習講座を通して、郷土の歴史や
当時の経済活動などに触れる機会が提
供できました。

・保管する文化財資料の目録化を進
めているが、今後もさらなる資料の
増加が見込まれるため保存・保管施
設の確保が課題となっています。
・子どもから大人まで多くの市民に
市の歴史について理解を深めてもら
うため、また、デーノタメ遺跡出土
「漆塗り土器」や下宿遺跡出土「仏
像線刻画紡錘車」等の貴重な埋蔵文
化財を適正に保存し、後世に伝えて
いくため、歴史資料館の建設が必要
です。
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事
業

個別取組
（教育振興基本計画に記載されている個別取組）

平成２５年度
取組状況・実績

○歴史資料としての私文書・行政文書の収集・整理

・市内の旧家に残る古文書や古写真
について、所有者等の協力を得て積
極的に収集し解読を行い資料化しま
す。

・市内「田島家」に残されていた旧船問屋関係文書について、文
書のコピー、データ化等を行い、内容について解読を進めまし
た。
・市内「清水家」に残されていた古書、地図等について調査し、
新たに目録化しました。

生
学

・行政文書について、廃棄年限を過
ぎたものの中で市政に関する重要な
文書の保存を図ります。

・行政文書について、廃棄文書のうち、制度改正、議会、施設建
設、イベント開催等に関連したトピック的な文書を中心に約３４
０点の収集を行いました。

生
学

施策５　文化芸術活動の推進 P81

○市民文化祭の開催

・市民に文化芸術の発表の場を提供
するとともに、文化芸術に親しむ
人々の輪を広げるため、市民文化祭
を開催します。

・市民の創造性と地域に根ざした芸術文化の育成を図るため、第
４８回市民文化祭芸術展を開催しました。（１１月、出品点数
１，２５１点、来場者数４，５０９人）

生
学

・来場者と出品者が作品について語り
合う姿も見られ、市民の文化意識を高
めるとともに、出品者相互の交流を深
めることができました。

・より多くの方に出品していただく
とともに、来場していただくため、
企画及び広報活動をさらに充実して
いく必要があります。

○市民文芸誌の刉行

・市民の文芸活動の振興を図るた
め、詩、俳句、小説等を公募して、
市民文芸誌を刉行します。

・小学生から高齢者の方まで幅広い年代の作品を掲載した、市民
文芸誌「むくろじ第３７号」を発行しました。（８００円／部で
販売）

生
学

・小学生から高齢者の方まで幅広い年
代の作品を掲載し、市民の文芸創作活
動を促すとともに、北本市の文化の振
興に寄与することができました。

・より多くの方に作品を応募してい
ただくために、広報活動を充実して
いく必要があります。

○文化団体等の活動の支援

・文化団体等が行う事業活動につい
て名義後援等を行い、団体等の活動
を支援します。

・さまざまな文化団体の活動状況などが掲載された、広報誌「い
ずみ」を発行するとともに、文化団体等が主催する発表会等につ
いて、名義後援（５件）をしました。

生
学

・文化団体等の活動などを掲載した
生涯学習情報誌を発行し、地域文化
活動の活性化を図ります。

・市内で活動するグループ・サークルの情報や刉行物の案内、各
地域学習センター等案内をまとめた情報誌を発行（８００部作
成）し、地域学習センター等の生涯学習拠点施設にて配布しまし
た。

生
学

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価 課題・方向性
計
画
書

・各文化団体が、その特色を生かした
活動を行うことを促すことができまし
た。

・文化団体がさらに幅広く活動でき
るように配慮をしていく必要があり
ます。

・貴重な古文書(私文書)や行政文書を
収集し、整理・保存を図ることができ
ました。

・引き続き、歴史資料の収集・保
管・整理を行っていくなかで、文書
保管場所の確保が課題となっていま
す。
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６ 評  価 

 

【評価基準】 

評価記号 評 価 要 素 

Ａ 期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。 

Ｂ 期待する成果を挙げている。 

Ｃ 期待する成果が十分に得られていない。 

 

【点検・評価の集計結果】 

評価記号 自己評価 
外部評価者評価 

清水委員 金子委員 

Ａ ３施策 １０.7％ ４施策 １４.3％ ３施策 １０.7％ 

Ｂ ２５施策 ８９.3％ ２４施策 ８５.7％ ２５施策 ８９.3％ 

Ｃ ０施策 ０.0％ ０施策 ０.0％ ０施策 ０.0％ 

合  計 ２８施策 １００％ ２８施策 １００％ ２８施策 １００％ 

 ＊各事務事業の評価に関することは、各担当課にお問合せください。 

 

【点検・評価の施策ごとの結果】 

基本目標及び施策 
自己 

評価 

外部評価者 

評価 
主管課 

施策の

取組状

況掲載

ページ 

清水 

委員 

金子 

委員 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

１ 「教育に関する３つの達成目標」の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ７ 

２ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ８ 

３ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １０ 

４ 進路指導・キャリア教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １２ 

５ 本物にふれる事業の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １３ 

６ ノーマライゼーションの理念に基づく特別支援教育の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １３ 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

１ 基本的人権を尊重する教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １７ 

２ 人権啓発活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １８ 

３ 心の教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １８ 

４ ボランティア・福祉教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２０ 

５ 生徒指導・教育相談体制の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２０ 
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６ 児童生徒の健康の保持増進 Ｂ Ａ Ｂ 体 育 課 ２２ 

７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 体 育 課 ２４ 

８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２７ 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

１ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３０ 

２ 教職員の資質の向上 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３１ 

３ 教育環境の整備・充実 Ａ Ａ Ａ 教育総務課 ３２ 

４ 学校経営の改革推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３４ 

５ 異校種間連携や小中一貫教育の推進 Ａ Ａ Ａ 学校教育課 ３５ 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ３７ 

２ 地域の教育推進体制の充実 Ａ Ａ Ａ 生涯学習課 ３７ 

３ 子どもの読書活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 文化センター ３８ 

４ 地域活動室事業と学校応援団の活動の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３９ 

Ⅴ 生涯学習とスポーツの振興 

１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ４１ 

２ 学習施設の整備・運営の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 文化センター ４３ 

３ スポーツ活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 体 育 課 ４５ 

４ 文化財保護の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ４７ 

５ 文化芸術活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ４９ 

 

【外部評価者講評】 

埼玉大学教授 清 水   誠 （敬称略） 

「平成２５年度教育行政の重点施策」に沿って推進した事業について、取組状況・実

績、教育委員会の自己評価、課題・方向性が明確にかつ適切にまとめられている。いず

れの施策についても真摯に取り組まれてきたことがわかる。北本市が掲げられた教育に

対する高い理念と目標に向けて知恵をしぼり、期待水準を上回る成果を挙げた取組が一

層ふえることを期待するとともに、今後とも着実な取組がなされることを期待したい。 

 

元埼玉県公立小学校校長会会長 金 子 美智雄 （敬称略） 

 北本市教育振興基本計画の初年度に当たる平成２５年度は、教育行政全般に亘り、適

正な管理及び執行が図られており、各課所の施策においても、期待どおり又は期待以上

の成果を挙げている。ことに、教育環境の整備・充実、異校種間連携や小中一貫教育の

推進、地域の教育推進体制の充実等においては、顕著な成果を認めることができる。 

今後は、各課所で設定した施策の目標の達成に向けた取組と、さらなる推進が図られ

ることを期待したい。  
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７ 指標一覧 

 

  北本市教育振興基本計画において定められている数値目標について、平成２５年度末

におけるその状況は次のとおりでした。 

                     

関連施策 指標 平成 24 年度末 平成 25年度末 

教育振興基本 

計画の目標 

（平成２９年度末） 

Ⅰ１ほか 
「教育に関する３つの達成目標」

における基礎学力定着度 
９４．１７% ９４．０% ９５．０％ 

Ⅱ７ 
体力テストの結果で全国平均を

上回っている項目数の割合 
６８．１％ 

６８．１％ 

（平成 24年度末） 
８５．０％ 

Ⅲ３ 小・中学校校舎の耐震化 ８９．１% １００% １００％ 

Ⅳ２ほか 放課後子ども教室 ５校 ６校 ８校 

Ⅳ４ 
地域活動室活用推進のボランテ

ィア登録者数 
４，５５６人 ４，８５２人 ５，０００人 

Ⅴ１ 市民大学きたもと学苑の講座数 １６８講座 ２０６講座 １５０講座 

Ⅴ１ 人財情報バンク登録者数 １３０人 １３３人 １５０人 

Ⅴ１ 市役所出前講座 １４件／年 ９件／年 ２０件／年 

Ⅴ２ 
市民１人当たりの公民館年間利

用回数 
６．５回 ６．３回 ７．２回 

Ⅴ２ 
市民１人当たりの図書資料年間

貸出点数 
４．１冊 ４．１冊 ４．３冊 

Ⅴ３ 
市民１人当たりの社会体育施設

（学校体育施設開放を含む）年間利用回数 
４．８０回 ４．８６回 ５．００回 

Ⅴ４ 市指定文化財数 ４７件 ４７件 ６０件 

Ⅴ４ 小中学校学習支援講座数    １２講座 １２講座 ２０講座 

 

 
＊体力テストの結果については、全国平均値が、翌年１１頃に発表されるため、平成２４年度

末の状況を記載しています。 
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８ 教育委員会の活動状況 

 

（１）教育委員会会議 

区分 日付 
報告・議案 

件数 
議事内容 

臨時 4月 1日 議案 １件 教育委員会委員長の選挙。 

定例 4 月 25日 

報告 ７件 
平成２４年度各小中学校第３学期の状況、平成２４

年度学力向上・生徒指導推進事業実施状況等の報告。 

議案 ５件 
平成２５年度教育委員の学校訪問、就学支援委員会

委員の委嘱等の議案の議決。 

定例 5 月 23日 

報告 ６件 
要保護及び準要保護児童生徒の認定状況、第１０回

北本ピアノコンクールの開催等の報告。 

議案 ６件 

学校給食センター運営委員会委員の委嘱、平成２５

年度教育委員の社会教育施設等訪問等の議案の議

決。 

臨時 6 月 10日 議案 １件 
平成２５年第２回北本市議会定例会の一般質問に係

る答弁の議案の議決。 

定例 6 月 27日 

報告 ２件 公民館運営審議会委員の委嘱等の報告。 

議案 ２件 
図書館協議会委員の委嘱、視聴覚ライブラリー運営

委員会委員の委嘱の議案の議決。 

定例 7 月 25日 

報告 ３件 
人権教育推進委員会委員の委嘱、堀の内集会所運営

委員会委員の委嘱等の報告。 

議案 ２件 
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価報告書等の議案の議決。 

定例 8 月 22日 

報告 ３件 
平成２５年度教育委員の学校訪問のまとめ、平成２

５年度各小中学校第１学期の状況等の報告。 

議案 ５件 
公民館等に係る指定管理者制度の導入に伴う関係条

例の整備に関する条例等の議案の議決。 

臨時 9 月 11日 議案 ４件 

平成２５年第３回北本市議会定例会の一般質問に係

る答弁、工事請負契約の締結について（北本市立東

小学校校舎改修及び給食室耐震補強工事）等の議案

の議決。 
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定例 9 月 26日 

報告 ３件 第１０回北本ピアノコンクールの開催等の報告。 

議案 １件 教職員の人事の議案の議決。 

臨時 10 月 1日 議案 １件 教育委員会教育長の任命の議案の議決。 

定例 10月24日 

報告 ３件 
平成２６年成人式の開催、第４８回市民文化祭舞台

発表「文化のつどい」の開催等の報告。 

議案 １件 
埼玉県教科用図書採択地区（第６採択地区）の変更

に係る埼玉県からの意見聴取の議案の議決。 

定例 11月21日 

報告 ３件 
埼玉県芸術文化祭２０１３地域文化事業、第８回北

本ジュニア囲碁まつり事業等の報告について 

議案１１件 

北本市立こども図書館設置及び管理条例の制定、公

の施設の指定管理者の指定について等の議案の議

決。 

臨時 12 月 3日 議案 ２件 
平成２５年第４回北本市議会定例会の一般質問に係

る答弁等の議案の議決。 

定例 12月26日 

報告 ２件 第４８回北本市市民文化祭芸術展の事業等の報告。 

議案 １件 平成２６年度小中学校入学通知の議案の議決。 

定例 1 月 23日 

報告 ３件 
平成２５年度各小中学校第２学期の状況、平成２６

年成人式の事業等の報告。 

議案 ２件 
北本市立こども図書館設置及び管理条例施行規則の

制定等の議案の議決。 

定例 2 月 20日 

報告 １件 教育長の決裁処分の報告。 

議案 ６件 

平成２６年度予算案に関する市長からの意見の聴

取、北本市教育委員会公印規程の一部改正の議案の

議決。 

臨時 3月 4日 議案 １件 
平成２６年第１回北本市議会定例会の一般質問に係

る答弁の議案の議決。 

定例 3 月 27日 報告 ８件 

第１５回北本市郷土芸能大会の事業、市民大学きた

もと学苑の平成２５年度後期講座実施状況等の報

告。 
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議案１４件 
平成２６年度教育行政の重点施策、平成２６年度指

導の重点・努力点等の議案の議決。 

 

（２）学校訪問・社会教育施設等訪問 

区分 日付 概要 

学校訪問 5月 30日 
石戸小学校、東小学校 

北本中学校、西中学校 

学校訪問 6月 28日 
中丸小学校、北小学校 

東中学校、宮内中学校 

社会教育施設等訪問 7月 2日 
学校給食センター、体育センター 

西部公民館、中丸公民館、学習センター 

学校訪問 7月 11日 
南小学校、栄小学校 

西小学校、中丸東小学校 
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９ 資  料 

 

（１）教育委員会委員                 （平成２６年３月３１日現在） 

職   名 氏   名 教育委員の任期 

委 員 長 島 嵜 直 子 平成２１年 ７月１日～平成２９年 ６月３０日 

職務代理者 大保木 道 子 平成２２年１０月１日～平成２６年 ９月３０日 

委   員 岡 村 和 也 平成２２年１０月１日～平成２６年 ９月３０日 

委   員 西 村 裕 一 平成２３年１０月１日～平成２７年 ９月３０日 

委   員 金 井   裕 平成２５年 ４月１日～平成２９年 ３月３１日 

教 育 長 小 尾 富士雄 平成１５年１０月１日～平成２９年 ９月３０日 

 

（２）教育委員会の組織                 （平成２６年３月３１日現在） 
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（３）公立学校施設 

ア 小学校                  （平成２５年５月１日現在） 

学 校 名 児童数（人） 学級数 

中丸小学校 ４９１ １９ 

石戸小学校 ３４９ １２ 

南小学校 ４８６ １８ 

栄小学校 １６０ ６ 

北小学校 ４６８ １５ 

西小学校 ６３９ ２２ 

東小学校 ５４８ ２０ 

中丸東小学校 ３６５ １２ 

小学校合計 ３，５０６ １２４ 

  

イ 中学校                  （平成２５年５月１日現在） 

学 校 名 生徒数（人） 学級数 

北本中学校 ６４９ ２０ 

東中学校 ５７１ １６ 

西中学校 ２１２ ８ 

宮内中学校 ４００ １３ 

中学校合計 １，８３２ ５７ 
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（平成２５年度実施事業） 

教育委員会の事務に関する点検評価報告書 

 発    行 平成２６年８月 

 編    集 北本市教育委員会 

 〒364-8633 埼玉県北本市本町１丁目１１１番地 

 Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－５９１－１１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５９２－５９９７ 

 Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.kitamoto.saitama.jp 

 Ｅ-mail   a04400@city.kitamoto.saitama.jp 
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